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トラック運送事業者のための経営のヒント【コロナ禍とドライバー求人の状況】…３面／
食の新旧街道を行く【「鯖街道お膝元の味⑧」福井県小浜の焼き鯖ずし】…７面

交通事故統計 事業用貨物自動車の死亡事故件数
大型 中型 準中型 普通 計

29
（−4）

14
（+2）

4
（−6）

1
（±0）

48
（−8）

交通事故死者数（人）

3月31日現在 5月13日現在

615
（−133）

896
（−139）

全国の死亡
事故件数

603
（−132）

令和３年３月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。（  ）内は前年同月比増減数
▶警察庁調べ

年　月 スタンド ローリー カード

令和３年１月 94.94 85.96 94.77 
令和３年２月 99.11 89.84 98.83 
令和３年３月 104.19 95.48 103.81 

軽油価格情報
全国平均価格：円／リットル（消費税抜き）
▶全日本トラック協会調べ

２
・
３

ニュースターミナル
・�トラック協会ニュース
・�官公庁ニュース（国交省等）

6
「東京2020大会」開催間近！
第2回「大会関係者の輸送に使
用される『関係者輸送ルート』
の確認を！」

7 全ト協
令和3年度
経営診断受診促進事業の概要

4
・
5

≪特集≫ITを活用して
生産性向上を図りましょう

・�中小トラック運送事業者のため
のITベスト事例

8 厚労省「労働災害防止に取り
組みましょう」
・7月に「全国安全週間」を実施

　

第
２
回
道
路
委
員
会
で

は
︑
同
委
員
長
の
寺
岡
洋
一

全
ト
協
副
会
長
（
愛
知
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
会
長
）
が
︑﹁
昨

年
11
月
以
降
︑﹃
高
速
道
路

料
金
お
よ
び
諸
問
題
分
科

会
﹄
と
﹃
物
流
基
盤
整
備
分

科
会
﹄
と
い
う
２
分
科
会
を

立
ち
上
げ
︑
活
発
な
議
論
を

展
開
し
て
き
た
︒
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

影
響
は
非
常
に
深
刻
で
は
あ

る
が
︑
業
界
の
さ
ら
な
る
発

展
に
寄
与
す
べ
く
︑
着
実
に

要
望
内
容
な
ど
を
ま
と
め
上

げ
︑
要
望
活
動
実
施
へ
の
準

備
を
万
全
に
し
て
ま
い
り
た

い
﹂
と
あ
い
さ
つ
を
行
っ
た
︒

　

な
お
︑
同
委
員
会
は
東
京

都
等
で
緊
急
事
態
宣
言
が
発

令
さ
れ
る
な
ど
︑
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡

大
を
踏
ま
え
︑
当
日
の
会
議

出
席
者
は
寺
岡
委
員
長
を
は

じ
め
︑眞
鍋
博
俊
副
委
員
長
︑

田
中
亨
委
員
（
物
流
基
盤
整

備
分
科
会
リ
ー
ダ
ー
）︑
御

手
洗
安
委
員
（
高
速
道
路
料

金
お
よ
び
諸
問
題
分
科
会
リ

ー
ダ
ー
）
の
４
委
員
で
︑
そ

の
ほ
か
の
委
員
は
リ
モ
ー
ト

（
Ｗ
ｅ
ｂ
併
用
）
形
式
に
よ

り
同
委
員
会
へ
出
席
し
た
︒
　

議
事
で
は
令
和
４
年
度
に

政
府
・
与
党
へ
提
出
す
る
要

令
和
４
年
度
「
道
路
関
係
」
要
望
を
委
員
会
決
定

令
和
４
年
度
「
道
路
関
係
」
要
望
を
委
員
会
決
定

望
書
の
う
ち
︑
特
に
道
路
関

係
要
望
お
よ
び
重
要
物
流
道

路
の
追
加
指
定
要
望
な
ど
に

つ
い
て
︑
活
発
な
意
見
が
取

り
交
わ
さ
れ
た
︒

　

令
和
４
年
度
の
道
路
関
係

要
望
は
︑
①
高
速
道
路
料
金

等
の
引
下
げ
︑
②
物
流
基
盤

の
整
備
︑
③
そ
の
他
諸
施
策

の
推
進
︱
︱
の
３
本
の
柱
に

分
か
れ
︑①
に
つ
い
て
は
︑﹁
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
お

け
る
料
金
割
引
の
拡
充
﹂﹁
労

働
環
境
改
善
お
よ
び
交
通
流

動
最
適
化
を
図
る
料
金
制

度
﹂
な
ど
︑
４
年
度
か
ら
新

た
に
要
望
項
目
と
な
っ
た
も

の
を
含
め
４
項
目
︒
②
に
つ

い
て
は
︑﹁
高
速
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
整
備
・
充
実
﹂﹁
休

憩
・
休
息
施
設
︑
中
継
物
流

拠
点
の
整
備
・
拡
充
﹂
の
２

項
目
︑
そ
し
て
③
に
つ
い
て
は

﹁
冬
期
に
お
け
る
交
通
対
策
﹂

﹁
自
然
災
害
時
の
高
速
道
路

料
金
﹂
な
ど
５
項
目
を
掲
げ

た
︒

　

ま
た
︑
要
望
書
に
つ
い
て

は
︑
こ
れ
ま
で
名
称
を
﹁
税

制
改
正
・
予
算
に
関
す
る
要

望
書
﹂
と
し
て
き
た
が
︑
高

速
道
路
は
料
金
収
入
で
運
営

　

な
お
︑
議
事
に
先
立
ち
︑

国
土
交
通
省
道
路
局
の
長
谷

川
朋
弘
高
速
道
路
課
長
が

﹁
高
速
道
路
に
関
す
る
最
近

の
話
題
に
つ
い
て
﹂
と
題
し

講
演
し
た
︒

　

長
谷
川
課
長
は
︑
ま
ず
︑

（
独
法
）
日
本
高
速
道
路
保

有
・
債
務
返
済
機
構
に
関
し

て
︑
債
務
返
済
計
画
と
実
績

に
差
（
令
和
元
年
度
末
で
約

１
・
７
兆
円
の
差
）
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
︑
差
額
の

う
ち
約
１
・
５
兆
円
に
つ
い

て
は
高
速
道
路
会
社
か
ら
引

き
受
け
る
予
定
だ
っ
た
債
務

（
新
設
・
改
築
︑
残
工
事
︑

特
定
更
新
等
）
が
引
き
渡
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
で
発
生
す

る
と
説
明
︒
そ
の
た
め
︑
こ

の
部
分
に
つ
い
て
は
翌
年
度

以
降
︑
事
業
完
成
・
引
き
渡

し
に
伴
い
︑
同
機
構
の
債
務

残
高
が
増
加
す
る
こ
と
が
説

明
さ
れ
た
︒
併
せ
て
︑
同
機

構
の
債
務
の
償
還
期
間
や
︑

高
速
道
路
料
金
の
徴
収
期
間

に
つ
い
て
も
説
明
し
た
︒

　

併
せ
て
︑
同
債
務
は
償
還

期
間
内
に
確
実
に
返
済
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
現

在
の
低
金
利
の
状
況
を
踏
ま

え
つ
つ
も
︑
中
長
期
的
な
観

点
か
ら
︑
将
来
の
想
定
金
利

を
４
％
に
設
定
し
て
い
る
こ

と
︑
ま
た
現
時
点
で
は
将
来

の
想
定
金
利
を
見
直
す
予
定

は
な
い
も
の
の
︑
今
後
の
資

金
調
達
状
況
や
景
気
の
動
向

を
踏
ま
え
︑
償
還
期
間
内
に

確
実
に
債
務
を
返
済
す
べ

く
︑
必
要
に
応
じ
て
適
切
に

償
還
計
画
を
見
直
す
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
︒

　

ま
た
︑
会
計
検
査
院
が
実

施
し
た
︑
高
速
道
路
に
係
る

料
金
︑
債
務
の
返
済
等
の
状

況
に
つ
い
て
の
検
査
に
関
す

る
説
明
で
は
︑
高
速
道
路
に

係
る
料
金
設
定
に
つ
い
て
︑

高
速
道
路
６
会
社
の
収
支
予

算
の
明
細
で
は
︑
計
画
料
金

収
入
に
よ
り
計
画
管
理
費
お

よ
び
貸
付
料
を
料
金
徴
収
期

間
内
に
賄
う
も
の
と
な
っ
て

い
た
り
︑
料
金
の
上
昇
率
が

電
気
料
金
を
除
く
他
の
公
共

料
金
等
と
比
べ
て
低
い
割
合

に
な
っ
て
い
た
と
説
明
︒
そ

の
上
で
︑
料
金
制
度
お
よ
び

料
金
割
引
に
つ
い
て
は
︑
引

き
続
き
償
還
主
義
︑
公
正
妥

当
主
義
等
に
基
づ
く
検
証
を

必
要
に
応
じ
て
行
う
と
と
も

に
︑
新
路
線
・
区
間
の
開
通

等
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

整
備
状
況
︑
社
会
情
勢
の
変

化
等
に
応
じ
て
適
時
適
切
に

見
直
し
を
行
う
べ
き
と
の
所

見
が
会
計
検
査
院
か
ら
出
さ

れ
た
こ
と
を
説
明
し
た
︒

　

さ
ら
に
︑
首
都
高
速
道
路

料
金
や
阪
神
高
速
道
路
の
料

金
割
引
な
ど
に
つ
い
て
も
説

明
し
た
︒

　

こ
れ
を
受
け
て
︑
委
員
か

ら
は
﹁
計
画
に
比
べ
て
実
績

の
交
通
量
増
︑
金
利
減
か
ら

生
じ
る
財
源
の
使
い
道
は
何

か
﹂﹁
運
送
事
業
者
に
よ
り

有
効
に
活
用
し
て
も
ら
え
る

よ
う
な
料
金
設
定
の
あ
り
方

に
つ
い
て
︑
検
討
を
進
め
て

も
ら
い
た
い
﹂﹁
海
外
に
比
べ

る
と
︑
我
が
国
の
道
路
は
建

設
費
が
高
く
な
っ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
建
設
費
の
高
騰

が
︑
道
路
利
用
者
の
負
担
増

に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
﹂﹁
働
き
方
改
革
や
改
善

基
準
告
示
見
直
し
な
ど
︑
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働

時
間
削
減
へ
の
動
き
が
加
速

化
し
て
い
る
一
方
で
︑
休
憩

・
休
息
施
設
と
な
る
サ
ー
ビ

ス
エ
リ
ア
や
パ
ー
キ
ン
グ
エ

リ
ア
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
の
ス
ピ
ー
ド
が
追
い
付
い

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
等

の
意
見
が
出
る
な
ど
︑
活
発

な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
︒

さ
れ
︑
政
府
予
算
の
中
に
占

め
る
割
合
は
ご
く
わ
ず
か
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
４
年

度
か
ら
は
︑
道
路
委
員
会
と

し
て
﹁
ト
ラ
ッ
ク
関
係
施
策

に
関
す
る
要
望
書
﹂
と
名
称

変
更
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

こ
と
が
了
承
さ
れ
た
︒

　

な
お
︑
同
委
員
会
で
は
報

告
事
項
と
し
て
︑
①
特
殊
車

両
通
行
に
関
す
る
動
き
︑
②

高
速
道
路
関
係
の
会
計
検
査

院
報
告
︑
③
分
科
会
の
開
催

状
況
︱
︱
に
つ
い
て
の
内
容

説
明
が
事
務
局
か
ら
行
わ
れ

た
︒眞

鍋
博
俊
委
員
を

副
委
員
長
に
選
任

　

今
回
の
委
員
会
で
は
︑
新

た
に
副
委
員
長
に
眞
鍋
博
俊

委
員
（
全
ト
協
副
会
長
︑
福

岡
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
会
長
）

を
選
任
し
た
︒

　

な
お
︑
要
望
書
に
つ
い
て

は
︑
５
月
19
日
に
開
催
さ
れ

る
第
９
回
税
制
委
員
会
に
お

い
て
︑
税
制
・
予
算
に
関
す

る
要
望
事
項
に
つ
い
て
審
議

を
行
い
︑
取
り
ま
と
め
ら
れ

る
予
定
で
あ
る
︒

寺岡　洋一
委員長

田中　亨
物流基盤整備分科会

リーダー

御手洗　安
高速道路料金および

諸問題分科会リーダー

眞鍋　博俊
副委員長

長谷川　朋弘
国土交通省道路局高速道路課長

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
５
月
11

日
︑
第
２
回
道
路
委
員
会
（
寺
岡
洋
一

委
員
長
）
を
開
催
し
︑
令
和
４
年
度
に

向
け
た
﹁
道
路
関
係
﹂
要
望
に
つ
い
て

ま
と
め
た
︒
同
委
員
会
は
︑
重
要
物
流

道
路
等
の
広
域
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整

備
や
高
速
道
路
料
金
の
引
下
げ
な
ど
の

課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
︑
令
和

２
年
７
月
に
常
任
委
員
会
と
し
て
新
た

に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
︑
同
年
８
月
に

第
１
回
委
員
会
を
開
催
︒
第
２
回
委
員

会
で
は
︑
４
年
度
は
﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
禍
に
お
け
る
料
金
割
引
の
拡

充
﹂︑﹁
休
憩
・
休
息
施
設
︑
中
継
物
流

拠
点
の
整
備
・
拡
充
﹂︑﹁
冬
期
に
お
け

る
交
通
対
策
﹂
な
ど
を
盛
り
込
む
︒

　

会
議
の
冒
頭
︑
坂
本
克
己
会
長
が
あ

い
さ
つ
に
立
ち
︑﹁
我
々
の
業
界
は
道

路
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
業
界
で

あ
る
︒
平
成
30
年
に
開
催
し
た
新
年
賀

詞
交
歓
会
で
﹃
道
路
改
革
元
年
﹄
と
宣

言
し
て
以
降
︑
全
ト
協
で
は
運
送
事
業

者
が
利
用
し
や
す
い
料
金
制
度
の
実
現

や
重
要
物
流
道
路
の
さ
ら
な
る
整
備
な

ど
︑
皆
様
方
の
お
力
添
え
を
頂
戴
し
な

が
ら
突
き
進
み
︑
今
日
と
い
う
日
を
迎

え
る
こ
と
が
で
き
た
︒
本
日
は
令
和
４

年
度
道
路
関
係
要
望
に
つ
い
て
取
り
ま

と
め
て
い
く
が
︑
国
や
政
府
︑
そ
し
て

社
会
に
対
し
て
力
強
く
要
望
活
動
を
展

開
し
︑
業
界
の
要
望
を
実
現
で
き
る
よ

う
︑
皆
様
方
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
た
い
﹂
と
述
べ
た
︒

全ト協　第2回道路委員会を開催

道路委員会であいさつする坂本克己全ト協会長㊨、左は国土交通省道路局の長谷川朋弘高速道路課長

リモート（Web併用）形式による会議となったが活発な議論が行われた

日本経済を支え国民のくらしを守る日本経済を支え国民のくらしを守る
エッセンシャルワーカーとして社会への貢献エッセンシャルワーカーとして社会への貢献

長
谷
川
高
速
道
路
課
長
が

長
谷
川
高
速
道
路
課
長
が

高
速
道
路
料
金
制
度
な
ど
に
つ
い
て
説
明

高
速
道
路
料
金
制
度
な
ど
に
つ
い
て
説
明
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Peacock Element Manufacturing Co.,ltd.

～積載編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶  過積載と認められる場合、警察官はその車両を停止させ、積載物の重
量を測定することができる。 （ ○・× ）

❷  分割できない貨物で積載制限を超える場合でも、出発地の警察署長の
許可を得た場合には積載して運行することができる。（ ○・× ）

❸  貨物自動車に積載できる貨物の長さは、積載する自動車の荷台の長さ
の1.1倍までである。（ ○・× ）

❹  貨物自動車に積載する貨物は、車体の左右から10分の1ははみ出して
積載してもよい。（ ○・× ）

❺  貨物自動車に積載できる貨物の高さは、４メートルからその自動車の
積載をする場所の高さを減じたものでなければならない。（ ○・× ）

（解答は7面）

令和２年の交通事故分析結果発表
〔第105回〕

　令和2年中の事業用トラックが第１当事者となった死亡事故
について、分析結果がこのほど発表されました。「トラック事業
における総合安全プラン2020」（最終目標年2020年）で掲げ
た事業用トラックを第１当事者とする死者数は、目標の200人
に対して211人と未達成になりましたが、人身事故件数は、目
標の12,500人に対して9,449人と目標を達成することができま
した。なお、飲酒運転ゼロについては、未達成となっていま
す。

●車両相互と人対車両の事故で９割強を占める

Ａさん「先日、令和２年中の事業用トラックが第１当事者になった
死亡事故の分析結果が出たので、簡単に説明するね」

Ｂさん「お願い」
Ａさん「令和２年中に、僕たちトラックドライバーが第１当事者

となった死亡事故は207件発生している。内訳をみる
と最も多いのが『車両相互』で114件、次いで『人対車
両』が75件、『車両単独』は18件と続いている。『車両
相互』と『人対車両』で９割以上を占めているんだ。ま
た、車両相互のうち、約４割が『追突』。ほかにも車両
区分別でも特徴があって、大型は『進行中』、『駐・停
車中』の『追突事故』と、『左折時衝突』が多発してい
る。一方、中型は『出会い頭衝突』が最も多く発生して
いる。ちなみに、準中型と普通では、『駐・停車中』の
『追突事故』が最も多く発生している」

Ｂさん「追突事故に注意するのはどの車両も同じだけれども、
それぞれの車両の特性に合わせて、運転することが大
切だね。ところで、人との死亡事故の特徴はどうなって
いるの」

●横断歩道・横断歩道付近の横断中の事故が多発

Ａさん「対人死亡事故は、大型、中型、準中型ともに『横断歩
道・横断歩道付近』を『横断中』が最も多く発生してい
る。内訳をみると大型が13件、中型が５件、準中型が８
件となっている。また、見過ごしてはいけないのが、横
断歩道・横断歩道付近以外を横断中の『横断中　その
他』の死亡事故で、大型で８件、準中型が４件、普通で
１件発生している。ところでＢさんは、横断歩道やその
付近を走行している時は、どんなことに気をつけてい
るの」

Ｂさん「まず、運転中横断歩道を見つけた時は、スピードダウ
ン。次に横断歩道の周囲をよく確認して、道路を横断し
ようとする歩行者などがいないかのチェックを徹底し
ているよ。そして、横断歩道やその付近に人がいる時
は、停止線で止まっているよ。でもＡさんの話を聞く
と、横断歩道以外の場所でも横断中の事故が起こって
いるので、これからは横断歩道がない場所でも、横断
する人がいるかもしれないと考え、一層、危険予測を
働かせながら運転するよう心がけるよ」

●交差点では左折時の対自転車事故が多発

Ａさん「このほか交差点での対歩行者・対自転車死亡事故は、
51件発生していて、追突（死亡事故）の1.3倍となって
いるんだ。交差点での対歩行者事故は、直進時で12
件、右折時に14件と、直進時と右折時に多く発生して
いる。一方、交差点での対自転車死亡事故では、22件
中の７割以上を占める16件が左折時の事故になってい

る。こんなことから、交差点を通過する時、直進と右
折時には歩行者に、左折時には自転車にそれぞれ気を
つけて運転することが大切だと思うよ」

Ｂさん「そうだね。内輪差が大きいトラックは、左側の自転車
や歩行者を見落としやすい。だから左折する時は、車
の内輪差をしっかり頭に入れて左側方をよく確認する
ことを徹底してほしいな。それと忘れていけないのが
ミラーの死角。歩道を走行する自転車は左のミラーの
死角に入りやすい。左折する時は、ミラーの死角に自
転車や歩行者がいることを予測して、交差点手前では
一時停止して安全確認をするぐらい慎重な運転をして
もらいたいね」

Ａさん「最後にもうひとつ、左側方の死角を補う安全窓の付近
に新聞や段ボール箱などを置くと、見落としに繋がる
ので、絶対にやめてね」

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

の
労
働
環
境
改
善
を
強
力
に

進
め
る
た
め
︑
荷
主
が
違
反

原
因
行
為
を
し
て
い
る
疑
い

が
あ
る
と
き
に
は
︑
積
極
的

に
国
土
交
通
省
の
意
見
募
集

サ
イ
ト
に
荷
主
名
︑
具
体
的

な
場
所
︑
違
反
原
因
行
為
の

具
体
的
内
容
等
の
情
報
を
投

稿
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て

い
る
︒

　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

が
改
正
（
平
成
30
年
12
月
）

さ
れ
︑
無
理
な
到
着
時
間
の

設
定
や
恒
常
的
な
長
時
間
に

わ
た
る
荷
待
ち
な
ど
の
違
反

原
因
行
為
を
荷
主
が
行
っ
て

い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
は
︑
国
交
大
臣

に
よ
る
荷
主
へ
の
働
き
か
け

等
が
行
え
る
﹁
荷
主
対
策
の

深
度
化
﹂が
措
置
さ
れ
た（
令

和
５
年
度
末
ま
で
の
時
限
措

置
）︒
こ
れ
を
受
け
て
全
ト

協
で
は
︑
こ
れ
ま
で
も
業
界

紙
へ
の
広
告
掲
載
や
ト
ラ
ッ

ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
へ
の
ポ
ス

タ
ー
の
掲
出
お
よ
び
ド
ラ
イ

バ
ー
に
対
す
る
情
報
収
集
を

令
和
２
年
度
事
業
報
告
書

な
ど
を
承
認

第
１
回
「
総
務
委
員
会
」

　

第
１
回
﹁
総
務
委
員
会
﹂

（
辻
卓
史
委
員
長
）
が
５
月

13
日
に
開
催
さ
れ
た
︒

　

委
員
会
で
は
冒
頭
︑
坂
本

克
己
会
長
が
長
年
に
渡
り
全

ト
協
副
会
長
と
し
て
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
界
の
発
展
に
尽
力

さ
れ
た
辻
副
会
長
・
総
務
委

員
長
に
対
し
て
謝
辞
を
述
べ

た
後
︑
辻
委
員
長
が
あ
い
さ

つ
︒
そ
の
後
行
わ
れ
た
議
事

で
は
︑
①
令
和
２
年
度
事
業

報
告
書（
案
）②
令
和
２
年

度
計
算
書
類
（
貸
借
対
照
表

（
案
）︑
正
味
財
産
増
減
計

算
書
（
案
）
及
び
収
支
計
算

書（
案
））︱
︱
な
ど
が
審
議

さ
れ
︑
原
案
通
り
承
認
さ
れ

た
︒

　

な
お
︑
２
年
度
事
業
報
告

書
と
計
算
書
類
に
つ
い
て
は
︑

第
１
９
０
回
理
事
会
に
お
い

て
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

行
う
と
と
も
に
︑
同
サ
イ
ト

の
周
知
に
努
め
て
き
た
︒
今

回
は
︑
こ
の
取
り
組
み
を
一

層
推
進
す
る
た
め
に
︑
今
号

の
﹃
広
報
と
ら
っ
く
﹄
に
同

ポ
ス
タ
ー
を
折
り
込
み
︑
全

会
員
に
配
布
す
る︵
写
真
︶︒

「
原
価
計
算
活
用
」「
人
材

確
保
」
の
２
セ
ミ
ナ
ー
を

動
画
配
信

全
ト
協
Ｈ
Ｐ
よ
り
閲
覧
可
能

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
現
在
︑ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ

Ｐ
）
上
で
︑令
和
２
年
度
﹁
原

価
計
算
活
用
セ
ミ
ナ
ー
﹂﹁
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
た
め

の
人
材
確
保
セ
ミ
ナ
ー
﹂
の

動
画
配
信
を
行
っ
て
い
る
︒

　
﹁
原
価
計
算
活
用
セ
ミ
ナ

ー
﹂︵
写
真
︶
で
は
︑
２
年
４

月
に
告
示
さ
れ
た
﹁
標
準
的

な
運
賃
﹂
の
考
え
方
や
そ
の

適
用
方
法
を
踏
ま
え
︑
原
価

計
算
に
基
づ
く
荷
主
等
と
の

取
引
条
件
見
直
し
に
向
け
た

対
応
等
に
焦
点
を
あ
て
て
制

作
︒﹁
基
礎
編
﹂﹁
実
践
編
﹂﹁
応

用
編
﹂
の
３
種
類
が
用
意
さ

れ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
の
た
め
の
人
材
確
保

セ
ミ
ナ
ー
﹂
で
は
︑
新
時
代

に
対
応
し
た
人
材
の
採
用
や

定
着
に
向
け
た
職
場
環
境
の

整
備
︑
ま
た
働
き
方
改
革
に

対
応
し
た
実
務
等
と
し
て
同

セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
を
再
編
集
︒

﹁
運
転
者
の
採
用
﹂﹁
新
卒

者
の
採
用
促
進
﹂﹁
女
性
運

転
者
の
採
用
促
進
﹂﹁
人
材

の
定
着
﹂
の
４
テ
ー
マ
で
構

成
さ
れ
て
い
る
︒

　

両
動
画
は
︑
全
ト
協
Ｈ
Ｐ

（
会
員
専
用
）
よ
り
閲
覧
可

能
︒
ま
た
︑
両
セ
ミ
ナ
ー
の

テ
キ
ス
ト
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
能
と
な
っ
て
い
る
︒

「
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群

対
策
セ
ミ
ナ
ー
」
を
オ
ン

ラ
イ
ン
で
開
催

「
基
礎
編
」「
運
用
編
」

各
４
回
開
催

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
令
和
３
年
６
月
か
ら
４

年
２
月
に
か
け
て
︑﹁
睡
眠

時
無
呼
吸
症
候
群（
Ｓ
Ａ
Ｓ
）

対
策
Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
オ
ン
ラ
イ
ン

セ
ミ
ナ
ー
﹂
を
開
催
す
る
︒

　

同
セ
ミ
ナ
ー
は
︑
Ｓ
Ａ
Ｓ

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
の
普

及
お
よ
び
健
康
起
因
事
故
の

削
減
を
目
的
に
開
催
さ
れ
る

も
の
︒

　
﹁
基
礎
編
﹂（
開
催
日
・
３

年
６
月
23
日
㈬
︑
８
月
19
日

㈭
︑
10
月
20
日
㈬
︑
４
年
２

月
16
日
㈬
）
で
は
︑
主
に
ま

だ
Ｓ
Ａ
Ｓ
対
策
に
取
り
組
ん

で
い
な
い
事
業
者
を
対
象
に
︑

Ｓ
Ａ
Ｓ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検

査
の
重
要
性
・
必
要
性
へ
の

理
解
を
深
め
︑
取
り
組
み
に

向
け
て
の
説
明
を
行
う
︒
ま

た
︑﹁
運
用
編
﹂（
開
催
日
・

３
年
７
月
15
日
㈭
︑
９
月
15

日
㈬
︑
11
月
25
日
㈭
︑
４
年

１
月
19
日
㈬
）
で
は
︑
す
で

に
Ｓ
Ａ
Ｓ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

検
査
等
︑
Ｓ
Ａ
Ｓ
対
策
に
取

り
組
ん
で
い
る
事
業
者
を
対

象
に
︑
Ｓ
Ａ
Ｓ
と
診
断
さ
れ

た
ド
ラ
イ
バ
ー
に
対
す
る
対

応
等
を
説
明
し
︑
さ
ら
な
る

取
り
組
み
の
推
進
を
図
る
内

容
と
な
っ
て
い
る
︒
開
催
時

間
は
︑
各
日
程
と
も
13
時
30

分
~
14
時
30
分
︒
定
員
は
各

50
人
︒

　

申
し
込
み
の
詳
細
に
つ
い

て
は
︑
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
の
こ
と
︒

青
年
経
営
者
等
に
よ
る
先

進
的
な
事
業
取
組
に
対
す

る
顕
彰

申
請
受
付
期
間

６
月
１
日
~
10
月
31
日

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
令
和
３
年
度
﹁
青
年
経

営
者
等
に
よ
る
先
進
的
な
事

業
取
組
に
対
す
る
顕
彰
﹂
の

申
請
を
︑
６
月
１
日
か
ら
10

月
31
日
ま
で
受
け
付
け
る
︒

　

同
事
業
で
は
︑
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
青
年
組
織

に
所
属
す
る
経
営
者
等
が
実

施
し
た
︑
ま
た
は
今
後
実
施

す
る
先
進
的
で
創
意
工
夫
等

の
あ
る
取
り
組
み
に
よ
り
︑

他
の
者
の
模
範
と
な
り
え
る

よ
う
な
事
業
に
対
し
て
顕
彰

を
行
う
︒

　

候
補
対
象
と
な
る
の
は
︑

①
社
会
貢
献
事
業
︑
②
収
益

性
向
上
事
業
︑
③
安
全
対
策

事
業
︑
④
環
境
対
策
事
業
︑

⑤
そ
の
他
（
特
に
本
目
的
に

沿
っ
た
事
業
）
︱
︱
の
５
つ

で
︑
既
に
実
施
し
て
い
る
も

の
の
ほ
か
︑
３
年
度
中
に
実

施
予
定
の
ア
イ
デ
ア
︑
企
画

等
で
も
申
請
可
能
︒

　

顕
彰
金
は
︑
金
賞
（
１
０

０
万
円
）︑銀
賞（
70
万
円
）︑

銅
賞
（
50
万
円
）
で
︑
顕
彰

総
額
は
５
０
０
万
円
︒

　

資
格
要
件
等
の
詳
細
は
︑

全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
の
こ
と
︒

緊
急
事
態
宣
言
・
ま
ん
延
防

止
等
重
点
措
置
の
延
長
・
適

用
等
に
伴
い
食
堂
施
設
等
の

運
営
時
間
短
縮
を
継
続

大
宮
・
金
沢
・
亀
山
・
大
阪

ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

大
宮
︑
金
沢
︑
亀
山
︑
大
阪

の
各
Ｔ
Ｓ
で
は
︑
当
初
５
月
11

日
㈫
ま
で
と
し
て
い
た
食
堂
施

設
等
の
運
営
時
間
短
縮
に
つ
い

て
︑
そ
れ
ぞ
れ
５
月
31
日
㈪
ま

で
延
長
す
る
︒

緊
急
事
態
宣
言
・
ま
ん
延
防

止
等
重
点
措
置
の
延
長
・
適

用
等
に
伴
い
食
堂
施
設
等
の

運
営
時
間
を
短
縮

札
幌
・
安
城
・
鳥
栖
・
大
分

ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

札
幌
Ｔ
Ｓ
︑
安
城
Ｔ
Ｓ
︑
大

分
Ｔ
Ｓ
で
は
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
等
に
伴
い
︑

５
月
31
日
㈪
ま
で
食
堂
施
設
等

の
運
営
時
間
を
短
縮
す
る
︒

　

ま
た
︑
鳥
栖
Ｔ
Ｓ
で
は
５
月

23
日
㈰
ま
で
︑
食
堂
の
運
営
時

間
を
短
縮
す
る
︒

　

各
Ｔ
Ｓ
の
運
営
時
間
の
詳
細

に
つ
い
て
は
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
﹁
ト
ラ

ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
>
﹁
ト
ラ

ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ス
ト
﹂

ペ
ー
ジ
最
上
部
に
掲
載
の
﹁
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
等
に
伴
い
食
堂
施
設
等
の
運

営
時
間
短
縮
を
行
う
Ｔ
Ｓ
一
覧
﹂

を
参
照
︒

駐
車
場
利
用
台
数
を
約

20
台
に
制
限

岡
山
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

岡
山
Ｔ
Ｓ
で
は
駐
車
場
ラ
イ

ン
引
き
工
事
の
た
め
︑
５
月
23

日
㈰
~
６
月
６
日
㈰
に
か
け
て
︑

駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
台
数
が

制
限
さ
れ
る
︒

Ｔ
Ｓ
（
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）情
報

（
５
月
15
日
〜
31
日
）

▽
５
月
19
日

・
第
９
回
税
制
委
員
会

▽
５
月
25
日

・
第
70
回
広
報
委
員
会

▽
５
月
28
日

・
第
52
回
物
流
政
策
委
員
会

あいさつする
辻委員長

第１回「総務委員会」（5月13日、全ト協）

「
荷
主
対
策
の
深
度
化
」を
一
層
推
進

国
交
省
意
見
募
集
サ
イ
ト

周
知
ポ
ス
タ
ー
を
折
込
み
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

　
　
　
　

︻
解
説
︼
制
裁
の
中
で
も
︑
減
給
の

制
裁
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
が
あ
ま
り
に

　

減
給
の
制
裁
に
つ
い
て
お
尋
ね

し
ま
す
。
先
日
、
ト
ラ
ッ
ク
運
転

業
務
に
従
事
す
る
ド
ラ
イ
バ
ー
が

業
務
中
に
信
号
無
視
に
よ
る
交
通

事
故
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
者
は
、
以
前
に
も
同
じ

よ
う
な
違
反
を
し
て
お
り
、
今
回

は
厳
し
い
処
分
を
行
う
こ
と
と

し
、
賃
金
月
額
の
10
％
を
３
か
月

に
わ
た
っ
て
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
労
働
基
準
法
上
、
減

給
制
裁
に
は
規
制
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。  第226回 

違反事故、賃金月額
10％で３か月の減給

制裁は
も
多
額
で
あ
る
と
︑
労
働
者
の
生
活

を
脅
か
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
︑
労

働
基
準
法
は
減
給
額
に
一
定
の
制
限

を
設
け
て
い
ま
す
︒
す
な
わ
ち
︑
同

法
91
条
で
は
︑﹁
就
業
規
則
で
︑
労

働
者
に
対
し
て
減
給
の
制
裁
を
定
め

る
場
合
に
お
い
て
は
︑
１
回
の
額
が

平
均
賃
金
の
１
日
分
の
半
額
を
超
え
︑

総
額
が
一
賃
金
支
払
期
に
お
け
る
賃

金
の
総
額
の
10
分
の
１
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
﹂
と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
︒

　

同
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
厚
生

労
働
省
に
よ
る
と
︑こ
こ
で
い
う
﹁
１

回
の
額
﹂
と
は
︑
一
つ
の
事
案
に
お

け
る
減
給
額
を
︑﹁
総
額
﹂
と
は
複

数
の
事
案
に
お
け
る
減
給
額
を
指
し

て
い
ま
す
（
昭
和
23
年
９
月
基
収
第

１
７
８
９
号
）︒

　

つ
ま
り
︑
職
場
規
律
に
違
反
し
た

労
働
者
に
対
す
る
減
給
制
裁
は
︑
１

回
の
懲
戒
事
案
に
対
し
て
は
︑
最
高

限
度
が
平
均
賃
金
の
１
日
分
の
半
額

で
︑
短
期
日
の
う
ち
に
数
回
の
懲
戒

行
為
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
︑

最
高
限
度
額
（
総
額
）
が
一
賃
金
支

払
期
に
お
け
る
10
分
の
１
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
︒

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
こ
れ
は
︑

１
回
の
事
案
に
つ
い
て
平
均
賃
金
の

１
日
分
の
半
額
ず
つ
を
何
回
に
も
わ

た
っ
て
減
給
し
て
よ
い
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
他
方
︑
例
え
ば

１
日
に
２
回
の
懲
戒
事
由
に
該
当
す

る
行
為
が
あ
れ
ば
︑
そ
の
２
回
の
行

為
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
平
均
賃
金

の
１
日
分
の
半
額
ず
つ
減
給
の
制
裁

を
科
す
こ
と
は
差
し
支
え
あ
り
ま
せ

ん
︒

　

ご
質
問
で
は
︑
１
か
月
の
賃
金
の

10
％
を
３
か
月
間
︑
減
給
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
が
︑
前
述
の
説
明
で
も

明
ら
か
な
通
り
︑
こ
の
場
合
は
１
回

の
事
案
な
わ
け
で
す
か
ら
︑
減
給
制

裁
を
科
す
場
合
に
は
平
均
賃
金
の
１

日
分
の
半
額
の
減
給
が
限
度
と
な
り

ま
す
︒
た
と
え
︑
交
通
事
故
に
よ
り

会
社
と
し
て
多
額
の
損
害
を
被
っ
た

と
し
て
も
︑
懲
罰
と
し
て
の
減
給
制

裁
は
︑
あ
く
ま
で
も
平
均
賃
金
の
１

日
分
の
半
額
を
超
え
て
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
︒

　

ま
た
︑
３
か
月
に
わ
た
っ
て
減
給

す
る
こ
と
も
︑
前
述
の
通
り
当
然
違

法
と
な
り
ま
す
︒
こ
の
規
制
は
︑
単

に
一
賃
金
支
払
期
に
お
け
る
減
給
の

最
高
額
を
制
限
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
︑
減
給
制
裁
と
い
う
行
為
そ
の

も
の
に
対
す
る
減
給
の
最
高
額
を
規

制
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
︒
つ
ま
り
︑

仮
に
平
均
賃
金
の
１
日
分
の
半
額
を

３
か
月
に
わ
た
っ
て
減
給
す
れ
ば
︑

そ
の
総
額
は
平
均
賃
金
の
３
日
分
の

半
額
と
な
り
︑
一
事
案
に
対
す
る
減

給
制
裁
の
最
高
額
を
超
え
て
し
ま
う

こ
と
に
も
な
り
ま
す
か
ら
︑
こ
れ
も

許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
︒

Ａ�

一
事
案
で
、
平
均
賃
金
１

日
分
の
半
額
ま
で
が
限
度

物流ジャーナリスト　森田 富士夫

　

コ
ロ
ナ
禍
で
職
を
失
っ
た
人
た

ち
が
い
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず﹁
募

集
し
て
も
な
か
な
か
応
募
者
が
こ

な
い
﹂
と
い
う
事
業
者
が
少
な
く

な
い
︒
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の

求
人
︑
応
募
状
況
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
︒

　

巣
ご
も
り
需
要
な
ど
で
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
通
販
が
伸
び
て
い
る
︒

そ
れ
に
伴
っ
て
宅
配
個
数
が
増
加

し
て
い
る
が
︑
軽
貨
物
運
送
の
関

係
者
に
よ
る
と
﹁
コ
ロ
ナ
で
職
を

失
っ
て
軽
貨
物
の
自
営
業
者
に
な

る
人
た
ち
が
増
え
て
い
て
︑
急
増

す
る
宅
配
を
支
え
て
い
る
﹂
と
い

う
︒自
営
業
を
指
向
す
る
理
由
は
︑

﹁
コ
ロ
ナ
で
解
雇
さ
れ
た
悔
し
い

経
験
か
ら
︑
人
に
使
わ
れ
た
く
な

い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
﹂こ
と
︒

ま
た
︑
軽
自
動
車
は
リ
ー
ス
で
も

届
け
出
て
自
営
業
者
に
な
れ
る
の

で
︑
独
立
資
金
も
あ
ま
り
い
ら
な

い
︒
さ
ら
に
︑﹁
ネ
ッ
ト

通
販
に
関
連
し
た
仕
事

な
ら
将
来
性
が
あ
る
と

い
う
期
待
感
﹂
だ
︒

　

一
般
貨
物
運
送
の
ド

ラ
イ
バ
ー
は
ど
う
か
︒

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

専
門
の
求
人
サ
イ
ト
に

よ
る
と
︑﹁
最
近
は
応

募
者
が
増
え
て
採
用
し

や
す
く
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
﹂

と
い
う
︒
こ
の
１
年
余
の
求
人

広
告
の
状
況
を
み
る
と
︑﹁
昨

年
の
１
~
３
月
は
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
需
要
を
見
越
し
た
求
人
が
増

え
た
﹂
と
い
う
︒
ま
だ
コ
ロ
ナ

の
深
刻
さ
が
実
感
で
き
な
か
っ

た
よ
う
だ
︒
だ

が
︑
新
年
度
に

な
る
と
募
集
広

告
が
大
き
く
落

ち
込
ん
だ
︒﹁
昨

年
度
の
第
１
四

半
期
は
前
年
同

期
比
で
30
~
40

％
の
ダ
ウ
ン
に

な
っ
た
﹂︒
コ
ロ

ナ
の
影
響
が
予

測
で
き
ず
︑
多

く
の
事
業
者
が

求
人
を
控
え
て

様
子
見
を
し
て

い
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
︒

　

昨
年
７
月
以

降
は
求
人
広
告
数
が
徐
々
に
回

復
し
︑
今
年
の
１
~
３
月
は
昨

年
同
期
を
大
幅
に
上
回
る
求
人

広
告
数
に
な
っ
て
い
る
︒だ
が
︑

﹁
求
人
広
告
の
出
稿
は
︑
荷
主

の
業
種
に
よ
っ
て
事
業
者
間
の

格
差
が
拡
大
し
て
い
る
﹂
と
い

う
︒
な
か
に
は
︑
全
く
求
人
広
告

が
出
な
く
な
っ
た
輸
送
分
野
も
あ

る
よ
う
だ
︒

　

一
方
︑
応
募
状
況
は
ど
う
か
︒

こ
の
求
人
サ
イ
ト
で
は
﹁
実
際
の

採
用
率
ま
で
は
分
か
ら
な
い
﹂
と

い
う
︒
だ
が
︑
応
募
者
数
÷
求
人

掲
載
数
の
デ
ー
タ
は
把
握
し
て
い

る
︒
こ
れ
は
厚
生
労
働
省
が
発
表

す
る
有
効
求
人
倍
率
の
逆
と
考
え

れ
ば
よ
い
︒﹁
指
数
が
１
以
上
な

ら
募
集
人
数
よ
り
応
募
者
数
が
多

い
が
︑
１
以
下
で
は
応
募
者
数
が

募
集
人
数
を
下
回
る
﹂︒
同
社
に

よ
る
と
平
成
29
年
３
月
に
デ
ー
タ

を
取
り
始
め
て
以
来
︑
昨
年
３
月

ま
で
は
１
以
下
だ
っ
た
（
ボ
ト
ム

は
30
年
３
月
の
０
・
48
）︒
だ
が
︑

昨
年
４
月
と
６
月
~
11
月
の
間
は

い
ず
れ
も
１
以
上
に
な
っ
た
（
ピ

ー
ク
は
７
月
の
１
・
18
）︒
昨
年

12
月
~
今
年
３
月
は
再
び
１
以
下

に
な
っ
た
が
︑
こ
れ
は
応
募
者
の

絶
対
数
が
減
っ
た
の
で
は
な
く
︑

募
集
広
告
が
急
増
し
た
か
ら
だ
︒

　

で
は
︑
募
集
広
告
に
お
け
る
賃

金
水
準
は
ど
う
か
︒﹁
支
払
賃
金

の
金
額
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い

な
い
が
︑
こ
の
間
に
各
社
の
労
働

時
間
が
短
く
な
っ
て
い
る
の
で
︑

時
給
換
算
で
は
賃
金
が
上
昇
し
て

い
る
﹂
と
い
う
︒

第
278
回

コロナ禍とドライバー求人の状況

今
年
度
も
引
き
続
き
実

態
調
査
を
実
施
へ

改
善
基
準
告
示

見
直
し
に
向
け
て

　

厚
生
労
働
省
は
４
月
30

日
︑
第
１
回
﹁
労
働
政
策
審

議
会
労
働
条
件
分
科
会 

自

動
車
運
転
者
労
働
時
間
等
専

門
委
員
会
ト
ラ
ッ
ク
作
業
部

会
﹂
を
開
催
し
た
︒

　

同
作
業
部
会
は
︑
自
動
車

運
転
者
の
時
間
外
労
働
の
上

限
規
制
が
適
用
さ
れ
る
︑
令

和
６
年
４
月
の
施
行
を
目
指

し
て
い
る
﹁
自
動
車
運
転
者

の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た

め
の
基
準
﹂（
改
善
基
準
告

示
）
見
直
し
案
の
検
討
を
進

め
て
い
る
﹁
労
働
政
策
審
議

会
労
働
条
件
分
科
会
自
動
車

運
転
者
労
働
時
間
等
専
門
委

員
会
﹂
で
の
議
論
を
受
け
︑

モ
ー
ド
別
に
具
体
的
な
見
直

 

ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
の
長
時

間
労
働
改
善
に
向
け
た
物

流
課
題
テ
ー
マ
を
募
集

７
月
以
降
に
オ
ン
ラ
イ
ン

意
見
交
換
会
を
開
催

　

厚
生
労
働
省
で
は
現
在
︑

﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
の
長
時

間
労
働
改
善
に
向
け
た
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
﹂︵
写
真
︶
に
お

い
て
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
の

長
時
間
労
働
改
善
に
向
け
て

運
送
事
業
者
や
荷
主
企
業
が

抱
え
て
い
る
物
流
課
題
テ
ー

マ
を
募
集
し
て
い
る
︒

　

厚
労
省
で
は
︑
国
民
と
企

業
が
一
丸
と
な
り
︑
物
流
生

産
性
向
上
と
ト
ラ
ッ
ク
運
転

者
の
長
時
間
労
働
改
善
に
向

け
た
意
見
交
換
を
行
う
﹁
ア

イ
デ
ア
ソ
ン
﹂
を
︑
今
年
７

月
~
９
月
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
す
る
予
定
と
し
て
い
る
︒

同
ア
イ
デ
ア
ソ
ン
で
は
︑
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
や
荷
主

企
業
が
抱
え
て
い
る
物
流
課

題
を
テ
ー
マ
に
意
見
交
換
を

実
施
︒
テ
ー
マ
と
し
て
採
用

さ
れ
た
人
に
は
︑
同
ア
イ
デ

ア
ソ
ン
に
出
席
の
上
︑
課
題

テ
ー
マ
に
つ
い
て
説
明
す
る

機
会
が
与
え
ら
れ
る
︒

　

募
集
対
象
は
︑
ト
ラ
ッ
ク

運
送
事
業
者
あ
る
い
は
荷
主

企
業
に
現
在
在
籍
し
て
い
る

者
︒
募
集
期
間
は
５
月
31
日

㈪
ま
で
︒

　

詳
細
は
︑
同
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
を
参
照
の
こ
と
︒

し
内
容
の
検
討
を
行
う
た
め

に
設
置
さ
れ
た
も
の
︒

　

同
作
業
部
会
で
は
︑
自
動

車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の

実
態
把
握
・
調
査
を
目
的

に
︑
モ
ー
ド
ご
と
に
２
年
10

月
に
実
施
し
た
﹁
自
動
車
運

転
者
の
労
働
時
間
等
に
係
る

実
態
調
査
﹂
に
関
し
て
︑
ト

ラ
ッ
ク
に
お
い
て
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡

大
に
よ
る
物
流
の
変
化
や
問

題
点
に
つ
い
て
調
査
項
目
に

追
加
し
た
上
で
︑
引
き
続
き

３
年
度
も
実
態
調
査
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
︒
な
お
︑
調

査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
次

回
の
作
業
部
会
で
議
論
さ
れ

る
予
定
︒

 

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
予

防
対
策
要
綱
の
周
知
を
呼

び
か
け

熱
中
症
に
よ
る
休
業
４
日
以
上
の

業
務
上
疾
病
者
依
然
多
く

　

厚
生
労
働
省
は
４
月
20

日
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

に
対
し
て
︑
会
員
事
業
者
へ

の
職
場
に
お
け
る
熱
中
症
予

防
基
本
対
策
要
綱
の
周
知

と
︑
各
事
業
場
で
の
確
実
な

取
り
組
み
実
施
へ
の
配
慮
を

行
う
よ
う
要
請
し
た
︒

　

厚
労
省
で
は
︑
職
場
に
お

け
る
熱
中
症
の
予
防
に
つ
い

て
︑
毎
年
﹁
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
熱

中
症　

ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
﹂
を
実
施
し
︑
各

種
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い

る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
熱
中

症
に
よ
る
休
業
４
日
以
上
の

業
務
上
疾
病
者
数
は
依
然
と

し
て
高
止
ま
り
し
て
お
り
︑

死
亡
に
至
る
事
例
も
後
を
絶

た
な
い
状
況
に
あ
る
︒

　

今
般
︑
日
本
産
業
規
格
Ｊ

Ｉ
Ｓ 

Ｚ 

８
５
０
４
が
約
20

年
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
︑
Ｗ
Ｂ

Ｇ
Ｔ（
暑
さ
指
数
）基
準
値
︑

着
衣
補
正
値
等
に
関
す
る
改

正
が
行
わ
れ
た
︒
そ
れ
に
合

わ
せ
︑
厚
労
省
で
は
同
要
綱

を
定
め
︑
熱
中
症
予
防
対
策

の
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と

に
し
て
い
る
︒

　

な
お
︑
同
要
綱
は
全
ト
協

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
︒

 

昨
年
に
比
べ
熱
中
症
に
よ

る
死
傷
者
数
が
増
加

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
に
よ
る

死
傷
災
害
の
発
生
状
況

　

厚
生
労
働
省
は
４
月
30

日
︑
令
和
２
年
﹁
職
場
に
お

け
る
熱
中
症
に
よ
る
死
傷
災

害
の
発
生
状
況
﹂（
確
定
値
）

を
取
り
ま
と
め
︑公
表
し
た
︒

　

２
年
に
お
け
る
職
場
で
の

熱
中
症
に
よ
る
死
傷
者
（
死

亡
・
休
業
４
日
以
上
）
は
９

５
９
人
と
な
っ
た
︒
う
ち
死

亡
者
数
は
22
人
と
な
っ
て
い

る
︒
記
録
的
な
猛
暑
と
な
っ

た
平
成
30
年
（
死
傷
者
数
１

１
７
８
人
︑死
亡
者
数
28
人
）

と
比
べ
︑
死
傷
者
数
・
死
亡

者
数
と
も
減
少
と
な
っ
た
も

の
の
︑
死
傷
者
数
に
つ
い
て

は
令
和
元
年
（
８
２
９
人
）

を
上
回
っ
た
︒

　

業
種
別
で
は
︑
運
送
業
の

熱
中
症
に
よ
る
死
傷
者
数
は

１
３
７
人
と
な
り
︑元
年
（
１

１
０
人
）
を
上
回
っ
て
い
る
︒

　

月
別
発
生
状
況
で
は
︑
２

年
の
死
亡
災
害
は
５
月
か
ら

９
月
に
発
生
し
て
お
り
︑
５

月
は
１
人
︑
６
月
は
０
人
︑

７
月
は
４
人
︑８
月
は
16
人
︑

９
月
は
１
人
が
死
亡
し
た
︒

　

一
方
︑
平
成
28
年
以
降
の

時
間
帯
別
の
死
傷
者
数
を
み

る
と
︑15
時
台
が
最
も
多
く
︑

次
い
で
14
時
台
が
多
く
な
っ

て
い
た
ほ
か
︑
日
中
の
作
業

終
了
後
に
帰
宅
し
て
か
ら
体

調
が
悪
化
し
︑
病
院
に
搬
送

さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ

た
︒

　

厚
労
省
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
作
業
場
に
お
い
て
︑
体
が

感
じ
る
暑
さ
の
程
度
の
指
標

で
あ
る
Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ
値
を
実
測

し
て
作
業
環
境
を
把
握
し
︑

労
働
者
の
体
に
大
き
な
負
担

と
な
ら
な
い
よ
う
な
作
業
計

画
︑
作
業
指
示
を
行
う
よ
う

求
め
て
い
る
ほ
か
︑
各
労
働

者
の
暑
熱
順
化
の
程
度
を
考

慮
し
た
措
置
や
熱
中
症
発
症

時
の
対
処
の
方
法
に
つ
い
て
︑

あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
よ

う
呼
び
か
け
て
い
る
︒

 

監
督
指
導
実
施
事
業
場
の

70
％
超
で
法
令
違
反
を
確

認２年
度
「
過
重
労
働
解
消
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
監
督
実
施
結
果

　

厚
生
労
働
省
は
５
月
７

日
︑
昨
年
11
月
に
実
施
し
た

﹁
過
重
労
働
解
消
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
﹂
に
お
け
る
重
点
監
督

の
実
施
結
果
に
つ
い
て
取
り

ま
と
め
︑
公
表
し
た
︒

　

今
回
の
重
点
監
督
は
︑
長

時
間
の
過
重
労
働
に
よ
る
過

労
死
等
に
関
す
る
労
働
災
害

請
求
の
あ
っ
た
事
業
場
や
︑

若
者
の
﹁
使
い
捨
て
﹂
が
疑

わ
れ
る
事
業
場
な
ど
を
含

め
︑
労
働
基
準
関
係
法
令
の

違
反
が
疑
わ
れ
る
９
１
２
０

事
業
場
に
対
し
て
︑
集
中
的

に
実
施
し
た
︒

　

監
督
指
導
実
施
事
業
場
の

う
ち
︑
全
体
の
71
・
９
％
に

あ
た
る
６
５
５
３
事
業
場
で

労
基
関
係
法
令
違
反
が
認
め

ら
れ
た
︒
そ
の
う
ち
︑
違
法

な
時
間
外
労
働
が
あ
っ
た
事

業
場
が
２
８
０
７
事
業
場

（
30
・
８
％
）︑
賃
金
不
払

残
業
が
あ
っ
た
事
業
場
が
４

７
８
事
業
場
（
５
・
２
％
）︑

過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害

防
止
措
置
が
未
実
施
だ
っ
た

事
業
場
が
１
８
２
９
事
業
場

（
20
・
１
％
）確
認
さ
れ
た
︒

　

運
輸
交
通
業
で
は
︑
監
督

指
導
実
施
事
業
場
（
４
０
５

事
業
場
）
の
う
ち
︑
３
２
２

事
業
場
（
79
・
５
％
）
で
労

基
関
係
法
令
違
反
が
認
め
ら

れ
た
︒
そ
の
う
ち
︑
違
法
な

時
間
外
労
働
が
１
８
５
事
業

場
︑
賃
金
不
払
残
業
が
あ
っ

た
事
業
場
が
16
事
業
場
︑
過

重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
防

止
措
置
が
未
実
施
だ
っ
た
事

業
場
が
63
事
業
場
確
認
さ
れ

た
︒

　

厚
労
省
で
は
︑
今
後
も
長

時
間
労
働
の
是
正
に
向
け
た

取
り
組
み
を
積
極
的
に
行
っ

て
い
く
と
し
て
い
る
︒

　

国
土
交
通
省
︑
経
済
産
業

省
︑
農
林
水
産
省
︑
厚
生
労

働
省
︑国
税
庁
は
４
月
27
日
︑

﹁
荷
主
と
運
送
事
業
者
の
協

力
に
よ
る
取
引
環
境
と
長
時

間
労
働
の
改
善
に
向
け
た
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン　

加
工
食
品
︑

飲
料
・
酒
物
流
編
﹂︵
写
真
︶

を
取
り
ま
と
め
た
︒

　

国
交
省
な
ど
で
は
こ
れ
ま

で
︑
30
分
以
上
の
荷
待
ち
時

間
が
生
じ
た
件
数
が
多
い
品

目（
加
工
食
品
︑建
設
資
材
︑

紙
・
パ
ル
プ
）
に
つ
い
て
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
ご
と
の
懇

談
会
を
立
ち
上
げ
︑
課
題
整

理
や
改
善
策
に
つ
い
て
検
討

を
実
施
︒
そ
の
結
果
を
踏
ま

え
︑
令
和
２
年
５
月
に
各
品

目
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定

し
た
︒

　

２
年
度
は
︑
引
き
続
き
荷

待
ち
時
間
の
発
生
件
数
が
多

か
っ
た
飲
料
・
酒
物
流
に
つ

い
て
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
︑
発
着
荷
主
等
の
関
係
者

が
連
携
し
た
﹁
加
工
食
品
物

流
に
お
け
る
生
産
性
向
上
及

び
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の

労
働
時
間
改
善
に
関
す
る
懇

談
会
飲
料
・
酒
物
流
分
科

会
﹂・﹁
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
お

け
る
取
引
環
境
・
労
働
時
間

改
善
東
京
都
地
方
協
議
会
飲

料
・
酒
物
流
改
善
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
﹂合
同
会
議（
飲

料
・
酒
合
同
会
議
）
を
設
置

し
︑
実
証
実
験
な
ど
を
通
し

て
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で

の
検
討
を
実
施
︒
加
工
食
品

懇
談
会
に
お
い
て
策
定
さ
れ

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
︑

﹁
加
工
食
品
物
流
編
﹂
か
ら

﹁
加
工
食
品
︑
飲
料
・
酒
物

流
編
﹂
に
改
訂
し
た
︒

　

国
交
省
な
ど
で
は
︑
飲
料

・
酒
物
流
に
係
る
実
証
実
験

で
得
ら
れ
た
結
果
に
つ
い
て
︑

飲
料
・
酒
分
野
に
限
ら
ず
︑

加
工
食
品
分
野
に
も
幅
広
く

水
平
展
開
を
行
っ
て
い
く
こ

と
に
よ
り
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送

業
の
取
引
環
境
と
長
時
間
労

働
の
改
善
を
進
め
て
い
く
と

し
て
い
る
︒

　

な
お
︑
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
国
交
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
︒

 
非
接
触
・
非
対
面
型
物
流

へ
の
転
換
・
促
進
に
資
す

る
自
動
化
機
器
等
に
上
乗

せ
支
援
を
実
施

３
年
度
「
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
等

推
進
事
業
」

　

国
土
交
通
省
は
５
月
11

日
︑
令
和
３
年
度
﹁
モ
ー
ダ

ル
シ
フ
ト
等
推
進
事
業
﹂（
補

助
事
業
）
の
募
集
を
開
始
す

る
と
発
表
し
た
︒

　

同
事
業
は
︑
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
削
減
︑
流
通
業
務

の
省
力
化
に
よ
る
持
続
可
能

な
物
流
体
系
の
構
築
を
図
る

た
め
︑
荷
主
企
業
お
よ
び
物

流
事
業
者
等
物
流
に
係
る
関

係
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

協
議
会
が
実
施
す
る
︑
モ
ー

ダ
ル
シ
フ
ト
等
の
取
り
組
み

を
支
援
す
る
も
の
︒
対
象
と

な
る
事
業
は
︑
①
物
流
総
合

効
率
化
法
に
基
づ
く
総
合
効

率
化
計
画
策
定
の
た
め
の
調

査
事
業
（
総
合
効
率
化
計
画

策
定
事
業
）︑
②
物
流
総
合

効
率
化
法
の
総
合
効
率
化
計

画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
︑

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
等
の
実
施

事
業
（
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
推

進
事
業
・
幹
線
輸
送
集
約
化

推
進
事
業
）︒
今
年
度
は
︑

非
接
触
・
非
対
面
型
物
流
へ

の
転
換
・
促
進
に
資
す
る
自

動
化
機
器
等
へ
の
上
乗
せ
支

援
が
実
施
さ
れ
る
︒

　

応
募
期
間
は
６
月
11
日
㈮

17
時
ま
で
（
必
着
）︒
応
募

に
関
す
る
詳
細
は
︑
国
交
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
︒

 
「
２
０
２
５
年
以
降
の
隊
列

走
行
実
現
」
に
向
け
取
り

組
み
を
推
進

自
動
走
行
ビ
ジ
ネ
ス
検
討
会

報
告
書

　

国
土
交
通
省
と
経
済
産
業

省
は
４
月
30
日
︑
自
動
走
行

ビ
ジ
ネ
ス
検
討
会
報
告
書

﹁
自
動
走
行
の
実
現
及
び
普

及
に
向
け
た
取
組
報
告
と
方

針Version

５
・
０
﹂
を
取

り
ま
と
め
た
︒

　

両
省
は
︑
自
動
走
行
分
野

に
お
い
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
︑

社
会
課
題
の
解
決
に
貢
献
す

る
た
め
︑
平
成
27
年
に
同
検

討
会
を
設
置
し
て
い
る
︒

　

同
検
討
会
で
は
令
和
２
年

度
︑
無
人
自
動
運
転
サ
ー
ビ

ス
（
レ
ベ
ル
４
）
の
社
会
実

装
に
向
け
て
︑
こ
れ
ま
で
の

実
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果

を
踏
ま
え
つ
つ
︑
①
今
後
５

年
間
で
取
り
組
む
べ
き
次
期

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
工
程
表
︑

②
実
証
実
験
の
実
施
者
の
協

調
に
よ
る
取
り
組
み
の
推

進
︑
③
今
後
の
協
調
領
域
と

し
て
取
り
組
む
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
課
題
等
︱
︱
を
検
討

し
︑
報
告
書
と
し
て
取
り
ま

と
め
た
︒

　

報
告
書
で
は
︑
高
速
道
路

に
お
け
る
隊
列
走
行
を
含
む

高
性
能
ト
ラ
ッ
ク
の
実
用
化

に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
︑

﹁
２
０
２
５
年
以
降
に
高
速

道
路
で
の
レ
ベ
ル
４
自
動
運

転
ト
ラ
ッ
ク
や
そ
れ
を
活
用

し
た
隊
列
走
行
を
実
現
﹂
と

い
う
将
来
像
を
実
現
さ
せ
る

た
め
に
︑
様
々
な
取
り
組
み

を
推
進
し
て
い
く
と
し
て
い

る
︒

 

令
和
３
年
度
に
大
型
車
マ

ス
約
９
０
０
台
分
を
増
設

高
速
道
路
３
社

　

東
日
本
高
速
道
路
㈱
︑
中

日
本
高
速
道
路
㈱
︑
西
日
本

高
速
道
路
㈱
は
４
月
28
日
︑

令
和
３
年
度
の
休
憩
施
設
に

お
け
る
駐
車
マ
ス
の
拡
充
予

定
を
発
表
し
た
︒

　

高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ

リ
ア
（
Ｓ
Ａ
）・
パ
ー
キ
ン
グ

エ
リ
ア
（
Ｐ
Ａ
）
で
は
︑
平

日
の
夜
間
を
中
心
に
大
型
車

の
駐
車
マ
ス
が
不
足
し
︑
混

雑
が
発
生
し
て
い
る
︒
一
方

で
︑
大
型
車
マ
ス
に
普
通
車

が
駐
車
す
る
︑
ま
た
は
普
通

車
マ
ス
に
大
型
車
が
停
車
す

る
な
ど
の
不
適
切
な
利
用
の

た
め
に
︑
本
来
駐
車
で
き
る

車
両
が
駐
車
で
き
な
い
状
況

が
発
生
し
て
い
る
︒

　

高
速
道
路
各
社
で
は
︑
既

存
敷
地
内
を
有
効
活
用
し
た

改
良
に
よ
り
︑
駐
車
マ
ス
の

拡
充
を
図
る
ほ
か
︑
駐
車
エ

リ
ア
の
利
用
状
況
に
応
じ

て
︑
普
通
車
と
大
型
車
の
ど

ち
ら
で
も
利
用
で
き
る
﹁
兼

用
マ
ス
﹂
の
整
備
を
推
進
し

て
い
る
︒

　

３
年
度
は
︑
全
国
44
か
所

の
Ｓ
Ａ
・
Ｐ
Ａ
で
︑
新
た
に

大
型
車
マ
ス
（
兼
用
マ
ス
を

含
む
）
を
約
９
０
０
台
分
増

や
し
︑
駐
車
可
能
台
数
の
拡

充
を
図
っ
て
い
く
︒

 

７
月
７
日
ま
で
参
加
事
業

者
を
募
集

２
０
２
１
年
度
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

活
動
コ
ン
ク
ー
ル

（
公
財
）
交
通
エ
コ
ロ
ジ
ー

・
モ
ビ
リ
テ
ィ
財
団
は
︑
５

月
７
日
㈮
か
ら
７
月
７
日
㈬

ま
で
︑﹁
２
０
２
１
年
度
エ
コ

ド
ラ
イ
ブ
活
動
コ
ン
ク
ー
ル
﹂

の
参
加
募
集
を
行
っ
て
い
る
︒

　

同
コ
ン
ク
ー
ル
は
︑﹁
エ
コ

ド
ラ
イ
ブ
普
及
連
絡
会
﹂
お

よ
び
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

な
ど
運
輸
関
係
16
団
体
で
構

成
さ
れ
る
﹁
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

普
及
推
進
協
議
会
﹂
が
後
援

す
る
も
の
で
︑
同
コ
ン
ク
ー

ル
を
通
じ
て
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
に

つ
い
て
優
れ
た
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
事
業
者
お
よ
び

団
体
を
表
彰
し
︑
そ
の
取
り

組
み
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と

で
さ
ら
な
る
普
及
を
図
る
こ

と
が
目
的
︒
今
年
度
も
業
態

別
に
３
部
門
で
応
募
を
受
け

付
け
︑
各
部
門
の
最
も
優
れ

た
取
り
組
み
に
対
し
て
表
彰

を
行
う
︒
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス

・
タ
ク
シ
ー
な
ど
運
輸
事
業

者
（
緑
ナ
ン
バ
ー
）
が
対
象
の

﹁
事
業
部
門
﹂
で
は
国
土
交

通
大
臣
賞
が
授
与
さ
れ
る
︒

　

ま
た
︑
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
に

関
す
る
独
自
の
取
り
組
み
を

実
施
し
て
い
る
様
々
な
主
体

を
対
象
と
し
た
﹁
ユ
ニ
ー
ク

部
門
﹂
に
つ
い
て
は
︑
今
年

度
か
ら
︑
事
業
部
門
お
よ
び

一
般
部
門
か
ら
の
併
願
も
可

能
と
な
っ
た
︒

　

コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
項
目

は
︑
①
取
組
体
制
の
整
備
︑

②
教
育
の
実
施
︑
③
燃
費
管

理
︑
④
活
動
成
果
︑
⑤
継
続

実
績
と
方
策
︱
︱
の
５
項

目
︒
表
彰
式
は
11
月
26
日
㈮

を
予
定
し
て
い
る
︒　

　

な
お
︑
参
加
登
録
は
同
財

団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
Ｈ
Ｐ
）

か
ら
の
み
可
能
︒
ま
た
︑
過

去
（
２
０
１
５
年
度
以
降
）

に
参
加
し
た
事
業
者
は
︑
過

去
の
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を

使
用
し
て
Ｔ
Ｏ
Ｐ
画
面
﹃
ロ

グ
イ
ン
﹄
ボ
タ
ン
か
ら
参
加

で
き
る
︒
詳
細
は
︑
同
財
団

Ｈ
Ｐ
を
参
照
︒

飲
料
・
酒
の
物
流
改
革
を
加
速
へ

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」取
り
ま
と
め

荷主と運送事業者の協力による
取引環境と長時間労働の
改善に向けたガイドライン

荷主と運送事業者の協力による
取引環境と長時間労働の
改善に向けたガイドライン

 加工食品、
飲料・酒
物流編

国税庁

「
ア
イ
デ
ア
ソ
ン
」
の
応
募
は
同
サ
イ
ト
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
バ
ナ
ー
か
ら
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デジタコ活用で改善基準を100％遵守デジタコ活用で改善基準を100％遵守
ドライバー自身がデジタコを運転時計として時間遵守ドライバー自身がデジタコを運転時計として時間遵守！！  

1.事業者の概要

事業所数および車両台数 千葉県、事業所数：1 か所、車両台数：44 台（トレーラー、ウイング他）
倉庫：1 か所、社員数：50 名

輸送品目 ペットフード、食品、自動車部品他
運行形態 貸切輸送、長距離が全体の 4 割

2.システム導入の経緯・ニーズ
◇改善基準告示を 100％守れるようにしたい
　荷主に対して高品質の輸送を保証するにも、社員が安心して働けるようにするにも、ドライバーの確保のためにも、ま
ず改善基準告示を 100％守れるようにしたい。研修を行っても、考え方や精神論だけでは守れないほど改善基準告示は複
雑になってきている。運行管理者がいくら指導しても、それは事後の管理になってしまう。システムとしてドライバーが
労働時間を守れるような仕組みを提供して、誰でも 100％守れるようにしたい。

3.システム概要
◇デジタコを活用
　システムとしては、デジタルタコグラフを利用している。運転
席の端末で、画面表示ができるタイプの機種を利用して、ドライ
バーは、出発、荷積み、待機、荷卸し、休憩、休息など運行状況
を適宜入力し、その状況を把握できるようになっている。デジタ
コの基本を利用しながら、ドライバーの労働時間を管理している。

◇デジタコに時間管理の機能を追加
　デジタコのソフトウエアに機能を追加し、ドライバー自身が労働時間、運行時間を管理することができる仕組みになっ
ている。主な機能は次の通り。

①出勤時の表示（事務所のパソコン）
　免許証リーダーから本人確認を行い、休息期間が十分
な場合は、「出勤できます。アルコールチェックを行って
ください」と表示され、アルコールチェックを行い、そ
の結果に問題がなければ「出勤可能」と表示される。た
だし、休息期間が不十分な場合は、「休息が不十分です。
○時○分以降に出勤してください」と表示される。
　また、連続勤務が７日以上継続している場合は、「○日以内に休日を取得してください」と表
示され、13 日以上休日がない場合は、出勤不可となる。

②拘束時間の表示
　拘束時間残または終了時刻を表示し、週に 2 回 15 時間を超えた時は、以降 14 時 59 分から
カウントダウンする。また、15 時間超え回数を表示して、1 週間後にリセットする。

③休息期間の表示
　休息期間取得中には、取得時間（経過時間）と必要時間（残り時間）を表示する。
　取得時間が 4 時間未満の場合には休憩時間とし、休息取得にはならない。
　休息期間が 4 〜 6 時間の場合は、分割休息としてカウントされ、必要合計休息期間は 10 時間
から差し引いた時間にする。
　休息期間 6 〜 8 時間未満の場合は、分割休息としてカウントされ、さらに 4 時間の必要時間
にされる。8 時間または、分割休息 10 時間が取得された場合には、「休息取得済み」状態になり、
出勤可能になる。

④連続運転時間と停止時間の表示
　運転開始後は、連続運転可能時間（残り時間）と停止時間を表示し、必要停止時間（30 分）
が取得された時点で、4 時間にリセットされる。ただし 1 回 10 分未満の停止時間はカウントさ
れない。

⑤休憩時間の表示
　休憩時間取得中には、必要休憩時間（通常 8
時間以上の労働に対して 60 分の残り時間）を
表示し、経過後には「取得済み」状態にする。
また、休憩時間が未取得の場合は、音声・画面
で警告を行う。

⑥中間点呼の表示
　中間点呼が必要な場合には、実施されるまで
「中間点呼を行ってください」と表示される。

⑦事務所側でのリアルタイム表示
　車載器で表示されている項目や現在位置、必
要な点呼等の実施状況は、事務所側のパソコン
でもリアルタイムに表示することができ、ドラ
イバーと運行管理者は、状況を共有できる。交
通状況の変化があれば、適切な指導監督も可能
である。

◇システムの流れ（右図参照）

4.コスト・期間

費用項目 金額
Ⅰ . デジタコ (44 台分）
　車載デジタコ、取付工事を含む

373 万円

Ⅱ . ドライバー用スマートフォン
　通信専用、車載ホルダー付き

127 万円

Ⅲ . 導入費用
　サービス登録、導入指導料を含む

80 万円

合計
初期費用
月額費用（サービス料・通信料）

580 万円
（13.2 万円／車両）

14.8 万円
（3,360 円／車両）

導入段階 期間
Ⅰ . システム導入
　車載器の選定、スマートフォンの選定、車両への導入 3 か月

Ⅱ . 導入テスト
　車載器の操作指導、システム運用指導、ドライバー操作指導 3 か月

Ⅲ . デジタコを活用した時間管理の運用
　改善基準の遵守指導、運行計画の改善、荷主との協力体制 6 か月〜 1 年

5.導入効果
◇改善基準告示が守れるようになった
　改善基準告示についてドライバーに説明しても、理解することが難しい内容があるが、デジタコの指示通りに休憩を取る、
運転時間を守る、休息を取るなどの行動が自然に取れるようになり、言葉として理解していなくても、ドライバーがデジタ
コの表示を見ながら、確実に労働時間を守れるようになった。

◇ドライバーの負担も軽減され、事故も削減できた
　改善基準告示を守るということで取り組んできたが、法律上の労働時間を守ることで、無理な運行計画や無理な運転もな
くなり、ドライバーの体への負担も減り、安全に運転できるようになったことで、事故も発生しなくなった。導入前までは、
改善基準告示を遵守することだけを考えてきたが、導入後は、改善基準告示がドライバーの健康や安全を考慮した制度であ
ることを実感した。

◇作業が効率的になった
　拘束時間を守るために、労働時間を守って荷物を届けるために、積込み · 積卸しの作業、点検や日報作成などの事務もテ
キパキ行うようになり、作業全体が効率的になった。無駄な早出もなくなり、労働時間内に仕事を終え、早く帰るようにな
った。

◇運行管理者の指導の質が高くなった
　運行後に、各ドライバーの運行実績を見ながら、休憩・休息等の指導を行う必要もなくなり、ドライバー自身が労働時間
を確実に守ったことがすぐにわかるようになった。運行管理者による運転時間指導が減り、配送の状況、荷物の状態、納品
先での作業など、運送品質の強化のための協議や指導を十分行うことができるようになった。

◇ドライバーの定着率、採用が改善した
　会社がコンプライアンスを遵守し、安全への取り組みを強化し、ドライバーの安全や健康に気を配ってくれるということ
が社員にも浸透し、ドライバーが辞めなくなった。また、友人・知人などを通じてドライバーが応募してくれるようなった。
人材確保に苦労している会社が多い中で、取り組みが社員にも評価されたと感じている。

◇荷主、納品先にも理解してもらい、取り組みが評価された
　長距離運行などでは、荷待ち時間が拘束時間を大きく左右してしまうことがあり、荷主や納品先に説明し、不要不急な荷
物については、道路状況、納品先の荷卸しの体制に応じた着時間指定にしてもらうことで、労働時間を守れるような運行が
可能になった。事故も発生しておらず、労働時間も法令遵守しているということで、コンプライアンスに敏感な荷主にも評
価されるようになった。

6.成功のポイント
◇運送会社の社会的責任として、法令遵守を最重要課題としたこと
　運送会社を経営する責任を考えた時に、まずは引き受けた仕事を継続して、確実に提供できるように、法令遵守を最優先
とし、安全運行を行う体制を考えた。そのような考えで設備やルール、仕組みなどにも取り組んでおり、困難なシステム開
発にも取り組んだこと。

◇ドライバーの仕事を支援することを目的としたシステム
　改善基準告示で示されていることを理解するのは、ドライバーにとって負担でありストレスである。デジタコを導入して
も監視されているのではなく、法令を守り、安全運行するためのサポートとして、デジタコを利用してもらうようにしたこ
とで、ドライバーとしても自己管理のツールとして活用することができた。

◇デジタコというシステムによって休憩・休息の時間を客観的に示す仕組み
　デジタコは、法令通りの時間計算を行い、その過程や予定を示すだけであり、命令でも指示でもない。ドライバーが疲れ
ていなくても、その休憩を取らなければ法令違反になってしまう。運行管理者や経営者が指示するのではなく、システムの
活用によって、ドライバーも休憩・休息を取るということを判断できるようになった。

◇法令を守る運行を行うことを顧客に宣言
　もし、法令違反をして荷物が運べなくなったら、結果的に継続して輸送を行うことができなくなってしまう。「法令を守
って安全に運行することが、運送会社の使命である」との認識で、顧客に理解をしてもらい、協力してもらうこととした。
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　全日本トラック協会では、中小トラック運送事業
者に対して、IT化を通じて業務の効率化・生産性の
向上を図ってもらうために、「中小トラック運送事業
者のためのITセミナー」を令和2年度に実施しまし
た。ここでは、同セミナーのテキストをもとに、中
小トラック運送事業者のためのITベスト事例の一部
を紹介していきます。
　同テキストで紹介しているITベスト事例は表の通
りで、今回は、「②クラウド型運輸統合管理システム」
と「⑧デジタコ活用で改善基準を100％遵守」につ
いて、システムの概要や導入効果などを紹介します。
　なお、今回取り上げるもの以外の事例については、
同テキストに詳細を掲載しており、同セミナーの動
画とテキストは全ト協ホームページ（会員専用ペー
ジ）で確認することができます。

表　IT 活用事例
No IT機器別導入事例 活用のポイント
① ドライブレコーダーによる高品質配送 ドライブレコーダーを徹底活用し、荷主と一体となって、物流センターの輸送安全品質を徹底向上
② クラウド型運輸統合管理システム デジタコとクラウド型運輸管理システムを連携し、請求業務を効率化
③ ドラレコとネットワークで輸送品質保証 ドラレコ（前後 2 カメラ）＋ GPS ＋社内・車載通信でリアルタイム監査！
④ クラウド型食品物流在庫管理システム クラウド型物流システムを独自開発し、荷主の物流を最適化
⑤ トラック運送事業者中心の配送計画システム 需要予測から配車管理までのシステムを独自開発し、荷主、生産工場のサプライチェーンを最適化
⑥ IT 点呼による点呼業務効率化 高齢者を点呼専門職として採用し、乗務前点呼を IT 化し、点呼品質を向上、運行管理者の負担減
⑦ ホームページによる新規顧客開拓 自社の強みを生かし、ホームページで新規顧客開拓に成功、Web 自動見積システムまでを低コストで実現
⑧ デジタコ活用で改善基準を 100% 遵守 ドライバー自身がデジタコを運転時計として時間遵守！
⑨ 配車計画システムで物流改革！ Web 配車予約ボード、自動配車システム、タブレットナビ付の動態管理システムまでを統合
⑩ ペーパーレス受注と連携した効率配車システム FAX 受注自動入力から、方面別配送量自動計算による効率配車し、運行管理ソフトにデータ連携
⑪ デジタル配車からデジタコ・会計・給与へ連携 クラウド型運行管理システムとデジタコを連携し、配車、日報作成、請求処理、給与計算までを統合化
⑫ 自動配車で小規模配送をさらにスリム化 小規模でも利用できる自動配車システムで、輸送効率化し、コストダウンに成功
⑬ 配車シミュレーションで配車マンのノウハウを最大化 クラウド型効率配車システムと車載タブレットによるナビゲーションで、労働時間を短縮、生産性向上を実現
⑭ 点呼補助ロボット活用で非接触点呼の実施 AI による顔認証と健康測定器との連動により点呼の品質向上
⑮ リアルタイム配送システムで効率化 動態管理と配送計画で進捗管理

※各事例の詳細は、「全ト協　令和 2 年度『中小トラック運送事業者のための IT 活用セミナー　テキスト』」（全ト協 HP 内会員専用ページ）に掲載されています

クラウド型トラック運送管理システムクラウド型トラック運送管理システム
デジタコを連動し、複数営業所の運輸管理も楽々管理デジタコを連動し、複数営業所の運輸管理も楽々管理！！

1.事業者の概要

事業所数および車両台数 長野県：事業所数：4 か所、車両台数：67 台（フルトレーラー、
セミトレーラー、冷凍車、ウイング車等）

輸送品目 農産物（野菜）、雑貨、一般貨物
運行形態 長距離定期便、長距離冷凍、市内配送

2.システム導入の経緯・ニーズ
◇ 月末に集中する請求業務を平準化できるようなシステムが欲しい
　荷主の中には毎月の請求書を翌月 5 日必着というところもあった。営業所が増え、繁忙期に傭車も増えると、長距離便
の伝票を本社に集めてシステムに入力して、請求するという業務に負荷がかかり、遅れがちになってしまう。素早く入力
し、遅れず請求書を発行できるシステムが欲しかった。

◇ 繁忙期のドライバーの労働時間管理をきちんとできるようにしたい
　事例企業では、野菜の輸送を行っている営業所では長距離が多くなり、運転時間や拘束時間を管理していかなければな
らない。荷主の無理を受けたり、ドライバーが無理をしないように、デジタコなどで確実な管理をしていかなければ事故
につながる恐れがあり、コンプライアンス違反が起きやすい環境にあると考えていた。

◇コンピューターを変えるとシステム費用がかかってしまう
　新しいパソコンにしないとセキュリティーが問題になるとか、メンテナンスに費用が発生するとか、コンピューター関
係の費用は分かりずらい。運送会社にどれだけ必要なのかも分からないまま、変更するたびにハードもソフトもコストが
かかるのは困る。

3.システム概要
◇車載器（ドラレコ）＋ GPS 機能
　ドライブレコーダーは、車両にカメラと G センサー（加速度測定器）を
搭載し、運転中に急停車、急発進などの加速度を感知した場合、前後数十
秒間程度の画像をデータカードに記録し、帰社後事務所のパソコンに登録
して撮影した画像を確認しながら、運転改善を目指すシステムである。
　ドラレコの主な機能は加速度検知と運転画像記録だが、事例企業では、
オプションとして、運転ルートを地図上で確認できる GPS 機能と日常運
転写真記録機能を追加した。コンビニ配送の場合、市街地での駐車位置や
通常運転の車線など、静止画の写真で 1 分に 1 枚程度（設定可能）を記録
することによって、G センサーが機能するような危険運転以外に、通常運
転を確認する機能を追加した。

◇クラウド型運行管理システム
　デジタルタコグラフと連動した、クラウド・コンピューティング。社内
で利用するハードウエアは、パソコンだけであり、プログラムやデータは
すべてインターネットを通じてサービス事業者のデータセンターに置かれ
ている。数年分のデータを蓄積したり、バックアップもすべてデータセン
ターで行われるため、社内はインターネットに接続するパソコンがあれば
よい。

◇デジタコとクラウドシステムの連携
　デジタコのデータを運輸統合管理システムに取り込むためには、2 つの
システムでマスターデータ（車両、ドライバー）を同じように登録して、
取り込んだデータと受注データを自動的に突き合わせて登録する。運行
日、発着時刻、運転時間、運行距離、有料道路料金などをすべて取り込む
ことができる。画面で間違いなく登録されていることを確認したら、後は
請求業務を行う。毎日の運行データをすべて取り込むため、請求漏れも発
生しない。

4.コスト・期間

費用項目 金額
Ⅰ . 車載機器（60 台）
　デジタコ、取付料、記録用データカード、デジタコ管理ソフトウエア（3営業所分） 約 1,700 万円
Ⅱ . クラウド型運輸統合管理システム
　加入費用および指導料 30 万円
合 計（導入一時費用）
事故防止対策支援推進事業補助※▲ 500 万円

1,230 万円
（車両 1 台当たり約 21 万円）

Ⅲ . 運用費用
　（クラウド利用料月額）
　基本利用料、デジタコ連動オプション利用料、営業所追加 3 か所利用料、追加
　パソコン 4 台（本社営業所合わせて 8 台利用）

6 万円
（車両 1 台当たり約 1 千円）

導入段階 期間
Ⅰ . 機種選定
　デジタコと連動できるシステムの検討 2 か月

Ⅱ . デジタコ導入
　機器とソフトウエア導入、時間管理、速度管理の方法習得 2 か月

Ⅲ . クラウドシステム本社導入
　旧システムからのデータ移行、手入力での運用確認、請求処理の確認、デジタ
コ連動のテスト

2 か月

Ⅳ . クラウドシステム営業所導入
　営業所担当者の研修、営業所への導入、全社データを利用した請求処理の確認 2 か月

合計 8 か月
※：国土交通省が実施している事業。自動車運送事業者における交通事故防止のための取り組みを支援する観点から、デ
ジタル式運行記録計等について、国土交通大臣が認定した機器の取得に係る経費に対し、補助を行うもの。なお、令和３
年度の同事業の詳細については、現時点では未発表

5.導入効果
◇事務処理が平準化され、月末も確実に請求書発行ができるようになった
　導入した運輸統合管理システムのデータ入力は、事前に受注入力をすることができ、車両別の運行データをシステムで
取り込むことができるようになったため、入力作業の負担が減り、月初に確実に請求ができるようになった。事務社員不
在の営業所のデータについても、営業所で取り込んだデータは本社でもすぐに反映されるため、後は受領書の送付だけに
なり、遅れることはなくなった。

◇データに基づく確実な労務管理ができるようになった
　車載したデジタコで運行時間が管理できるため、確実な労務管理ができるようになった。これまでは運行管理者任せだ
ったため荷主優先になりがちで、ドライバーも無理をすることがあったが、確実な運行状況を会社が把握することができ
た。荷主ともデータに基づく協議をして安全な配送スケジュールを計画できるようになった。

◇複数営業所のネットワーク統合が、パソコンだけで簡単にできた
　複数の営業所に導入したが、ハードウエアとしてはインターネットに接続するパソコンを導入するだけで簡単に統合で
きた。本社も営業所も操作は変わらず、営業所のパソコンからのデータ漏洩やバックアップなども心配する必要がなくな
って安心感が増した。また、社長がどこにいてもデータを参照できるため、データを見ながら確実な指示ができるように
なった。

6.成功のポイント
◇トップがリーダーとなって全てを理解して導入
　機種の選定からシステムの移行、営業所への展開もトップが内容を理解しながら、事務担当者、営業所長、運行管理者、
ドライバーと一緒に理解しながら、導入を進めた。問題が起きてもトップが理解することで、社内ルールの変更や、業者
との折衝なども短時間で可能になった。

◇システムに合わせて業務プロセス（手順）を変更する
　新システムでは、デジタコのデータを取り込んで、乗務データと結びつける必要があるため、早めに配車データを手に
入れ、事務スタッフが入力するような業務プロセスの変更を行った。業務にシステムを合わせるのではなく、システムに
業務を合わせることで、低コストでスムーズな導入も可能になった。

セミナー動画の活用で理解を深めましょう！セミナー動画の活用で理解を深めましょう！
　全ト協ホームページ（HP）では、令和２年度「中小トラック運
送事業者のための IT 活用セミナー」（会員専用ページに掲載）
の動画配信（写真）を行っています。
　動画配信では、IT 機器別導入事例の紹介のほか、点呼補助
ロボットのデモ動画も見ることができます。
　全ト協 HP（会員専用ページ）では、その他にも「中小トラッ
ク運送事業者のための ITガイドブック」「IT ベスト事例集、動画」
など、IT 化の際に役に立つ様々な資料を閲覧することができます。

中小トラック運送事業者のための IT ベスト事例中小トラック運送事業者のための IT ベスト事例
IT を活用して生産性向上を図りましょうIT を活用して生産性向上を図りましょう

全ト協　令和2年度　「中小トラック運送事業者のための IT活用セミナー　テキスト」より全ト協　令和2年度　「中小トラック運送事業者のための IT活用セミナー　テキスト」より
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安全運行のオアシス トラックステーション
全国26か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

全国26か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。
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名称 所在地 電話番号 駐車
台数

❶ 札　幌 北海道札幌市厚別区厚別東 5 条 1-1-2　 011-897-9101 39
❷ 苫小牧 北海道苫小牧市ウトナイ北 11-11-33 0144-55-7491 80

❸ 青　森 青森県青森市大字荒川字品川 110-1 017-729-2000
（公社）青森県トラック協会 41

❹ 仙　台 宮城県仙台市宮城野区苦竹 4-1-15 022-232-9336 39
❺ 白河の関 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針 15-1 0248-21-7167 45
❻ 茨　城 茨城県小美玉市西郷地字新田 1390 0299-48-3455 30
❼ 矢　板 栃木県矢板市乙畑 440-2　 0287-48-1919 46
❽ 大　宮 埼玉県さいたま市西区三橋 6-699-1 048-623-6815 41
❾ 東　神 神奈川県大和市上草柳 588 046-261-1100 97
� 新　潟 新潟県新潟市西区山田 196-1　 025-233-6961 52
� 金　沢 石川県金沢市千木町ル 21-1　 076-257-2755 56
� 浜　松 静岡県浜松市東区流通元町 2-3 053-421-5311 116
� 安　城 愛知県安城市尾崎町大縄 19-1 0566-98-8823 74
� 名古屋 愛知県名古屋市港区藤前 3-601 052-303-2188 97

名称 所在地 電話番号 駐車
台数

� 亀　山 三重県亀山市小野町桜口 586-4 0595-82-3935 82
� 彦　根 滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満 2337-1 0749-26-0156 45
� 大　阪 大阪府寝屋川市木屋元町 20-1 072-832-2362 80
� 奈良・針 奈良県奈良市針町 487-1　 0743-82-0622 60
� 岡　山 岡山県岡山市中区倉富 285-19 086-277-4055 53
� 尾　道 広島県尾道市高須町字才ケ久保 21193-3 0848-46-1882 37
� 三　次 広島県三次市西酒屋町船所 1468 0824-63-0025 30
� 北九州 福岡県北九州市小倉北区東港 1-3 093-581-5031 70
� 鳥　栖 佐賀県鳥栖市永吉町 617-1 0942-83-7035 48
� 諫　早 長崎県諫早市貝津町 1051-12 0957-26-8228 45
� 大　分 大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口 6045-2 097-597-6233 43

� 鹿児島
鹿児島県鹿児島市西別府町 2941-19

（流通業務団地内）　
099-281-5960 50

※ 駐車台数は大型車とトレーラの台数の合計。なお、諫早TSは5台の中型車を含む。
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予
定
の
あ
る
運

送
事
業
者
に
対
し
て
︑
事
前

に
ル
ー
ト
の
確
認
を
行
う
よ

う
呼
び
か
け
て
い
る
︒

「大会の成功」と「経済活動の維持」の両立を目指して「大会の成功」と「経済活動の維持」の両立を目指して
「東京２０２０大会」開催間近！「東京２０２０大会」開催間近！

関
係
者
輸
送
ル
ー
ト
と
観
客
輸
送
ル
ー
ト

走
行
の
際
に
は
各
ル
ー
ト
の
事
前
確
認
を

1
１
都
３
県
に
広
が
る
「
大
会
ル
ー
ト
」

大
会
関
係
者
の
輸
送
に
使
用
さ
れ
る
「
関
係
者
輸
送
ル
ー
ト
」
の
確
認
を
！

第
２
回

関
係
者
輸
送
ル
ー
ト
を
示
す
路
面
表
示
な
ど

規
制
区
間
で
は
規
制
に
従
っ
て
走
行
を

2
「
東
京
２
０
２
０
」
を
示
す
看
板
等
を
設
置

道路上では、☆のラインはピンクで示される

☆ ☆

出典：「2020TDM推進プロジェクトホームページ」

表３　関係者輸送ルートを示す路面表示および看板の設置

表２　１都３県の主な競技会場

図　大会ルート（一部）

表１　「東京2020大会」で設定される輸送ルート
①関係者輸送ルート…選手等の大会関係者を輸送
・ 大会ルート…選手村、宿泊施設と空港、競技会場、IBC／MPC（東京ビッグサイト）等を

結ぶ経路
　※一部一般道路に交通規制あり（専用レーン・優先レーン）
・ 練習会場ルート…大会ルート等から練習会場までのルート
　※交通規制なし☆
・ 代替ルート…大会ルート上の重大な事故など大幅な遅延が見込まれ

る場合に迂回するルート
　※交通規制なし☆
☆ ただし、大会ルートで実施される首都高速道路の入口閉鎖や一般道

での信号調整などによる影響はある

　⇒各ルートの詳細はこちらから
②観客輸送ルート…観客・大会スタッフを輸送
※競技会場と観客利用想定駅との間を通行するルート
※距離等に応じて、徒歩およびバスによる輸送
出典：「東京2020大会輸送に関わる検討状況について」東京都オリンピック・パラリンピック準備
局（2021年4月14日発行）

東京都

オリンピックスタジアム（新宿区）、東京体育館（渋谷区）、国立代々
木競技場（同）、日本武道館（千代田区）、東京国際フォーラム（同）、
国技館（墨田区）、馬事公苑（世田谷区）、武蔵野の森総合スポーツ
プラザ（調布市）、東京スタジアム（同）、武蔵野の森公園（府中市、
調布市、三鷹市）、有明アリーナ（江東区）、有明体操競技場（同）、
有明アーバンスポーツパーク（同）、有明テニスの森（同）、お台場
海浜公園（港区）、潮風公園（品川区）、青海アーバンスポーツパー
ク（江東区）、大井ホッケー競技場（品川区、大田区）、海の森クロ
スカントリーコース（江東区）、海の森水上競技場（同）、カヌー・
スラロームセンター（江戸川区）、夢の島公園アーチェリー場（江東
区）、東京アクアティクスセンター・東京辰巳国際水泳場（同）

千葉県 幕張メッセ（千葉市）、釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ（一宮町）

埼玉県
さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）、陸上自衛隊朝霞訓練場（新
座市）、霞ヶ関カンツリー倶楽部（川越市）、埼玉スタジアム 2002（さ
いたま市）

神奈川県 横浜スタジアム（横浜市）、横浜国際総合競技場（同）、江ノ島ヨッ
トハーバー（藤沢市）
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「今は新型コロナウイルスの探知犬を育ててるみたいよ」

199「
鯖
街
道
お
膝
元
の
味
⑧
」福
井
県
小お

ば

ま浜
の
焼
き
鯖
ず
し

　

若
狭
か
ら
運
ば
れ
た
鯖
は

﹁
鯖
ず
し
﹂
に
な
っ
た
︒
海

か
ら
遠
く
離
れ
た
京
で
は
鯖

は
ご
馳
走
だ
け
に
︑
最
高
に

う
ま
く
食
べ
る
術
と
し
て
す

し
が
定
着
し
た
の
だ
︒

　

鯖
ず
し
は
一ひ

と
し
お塩
し
た
鯖
を

酢
締
め
し
︑
す
し
飯
と
合
わ

せ
て
巻
き
︑
形
を
整
え
た
も

の
︒鯖
の
棒
ず
し
と
も
い
う
︒

店
で
は
さ
ら
に
昆
布
で
巻
い

て
竹
皮
で
包
む
が
︑
要
は
締

め
鯖
の
す
し
で
︑
こ
れ
が
広

ま
り
︑
日
本
人
に
は
こ
れ
が

﹁
ザ
・
鯖
ず
し
﹂
だ
っ
た
︒

　

と
こ
ろ
が
最
近
は
そ
う
と

も
い
え
な
い
︒
空
弁
人
気
火

付
け
役
の
﹁
み
ち
子
が
お
届

け
す
る
若
狭
の
浜
焼
き
鯖
寿

司
﹂（
現
在
な
し
）
が
２
０
０

２
年
に
発
売
さ
れ
大
当
た
り
︒

前
後
し
て
︑
別
の
社
も
浜
焼

狭
か
ら
離
れ
た
地
だ
っ
た
が
︑

後
者
の
﹁
若わ

か
ひ
ろ廣
﹂
は
本
社
工

場
を
小
浜
へ
移
し
︑
焼
き
鯖

ず
し
に
さ
ら
に
励
み
︑
成
果

を
上
げ
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
前
回
書
い
た
焼
き

鯖
の
﹁
田た

む
ら
ち
ょ
う

村
長
﹂
に
再
登
場

し
て
も
ら
う
︒﹁
小
浜
の
水

産
加
工
品
な
ら
任
せ
な
さ
い
﹂

と
胸
を
張
る
老
舗
だ
け
に
︑

鯖
ず
し
も
い
づ
み
町
本
店
近

た
食
味
が
す
し
飯
向
き
で
︑

地
元
の
酢
で
味
つ
け
し
︑
甘

酢
生
姜
を
挟
ん
で
焼
き
鯖
と

巻
き
︑
ご
ま
を
ふ
る
︒

　

一
切
れ
つ
ま
む
と
醬
油
の

香
が
鼻
を
く
す
ぐ
り
︑
鯖
が

ほ
ろ
り
と
ほ
ぐ
れ
︑
す
し
飯

が
ほ
わ
っ
と
崩
れ
る
︒
も
う
一

つ
と
な
る
こ
と
請
け
合
い
で
︑

締
め
鯖
タ
イ
プ
と
の
食
べ
比
べ

も
一
興
︒（
む
か
さ
・
ち
え
こ
）

き
鯖
ず
し
で
空
弁
に
参
入
︒

以
来
︑
鯖
ず
し
と
い
え
ば
焼

き
鯖
ず
し
を
連
想
す
る
人
口

が
急
増
し
た
の
だ
︒

　

な
お
︑
焼
き
鯖
ず
し
は
焼

き
鯖
半
身
を
す
し
飯
と
合
わ

せ
て
巻
き
︑
生
姜
や
大
葉
を

挟
ん
で
彩
り
と
風
味
を
ア
ッ

プ
さ
せ
た
も
の
が
一
般
的
︒

　

と
も
あ
れ
︑
先
の
メ
ー
カ

ー
の
本
拠
地
は
福
井
で
も
若

く
の﹁
ほ
り
川 

田
村
長
﹂
店

に
は
︑締
め
鯖
・
焼
き
鯖
の
２

種
揃
う
︒
こ
の
う
ち
焼
き
鯖

ず
し
は
︑
１
９
６
回
に
紹
介

し
た
小
浜
伝
統
の
醬
油
干
し

を
用
い
る
こ
だ
わ
り
の
品
だ
︒

　
﹁
田
村
長
﹂
で
は
醬
油
干

し
に
し
た
国
産
鯖
を
脂
を
滴

ら
せ
な
が
ら
焼
く
︒
米
は
県

産
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
︒
う
ま
味
と

適
度
な
粘
り
と
さ
っ
ぱ
り
し

法令　　  クイズ
マル　 バツ

 〜積載編〜
 【解 答】２面に問題

❶ ○（法第58条の2）警察官は、過積
載をしていると認められる車両が運転
されているときは、当該車両を停止さ
せ、並びに当該車両の運転者に対し、
自動車検査証、その他政令で定める書
類の提示を求め、及び当該車両の積
載物の重量を測定することができる。
❷ ○（法第57条第3項）貨物が分割で
きず積載重量等を超えることとなる場
合において、出発地警察署長が当該車
両の構造又は道路もしくは交通の状
況により支障がないと認めて積載重
量等を限って許可をしたときは、制限

を超える積載をして車両を運転するこ
とができる。
❸ ×（施行令第22条第3号イ）積載物
の長さは、自動車の長さにその長さの
10分の1の長さを加えたもの。
❹ ×（施行令第22条第4号ロ）積載物
は、自動車の車体の左右からはみ出さ
ないこと。
❺ ×（施行令第22条第3号ハ）貨物自
動車に積載できる貨物の高さは、3.8
メートルからその自動車の積載をする
場所の高さを減じたものでなければ
ならない。

事
業
の
内
容

　

同
事
業
は
︑
中
小
企
業
診

断
士
等
に
よ
る
﹁
総
合
的
な

経
営
診
断
（
ス
テ
ッ
プ
１
）﹂

と
同
診
断
士
に
よ
る
具
体
的

な
経
営
相
談
︑
助
言
な
ど
が

行
わ
れ
る
﹁
経
営
改
善
相
談

（
ス
テ
ッ
プ
２
）﹂
の
２
段
階

に
分
か
れ
て
い
る
︒

　
﹁
ス
テ
ッ
プ
１
﹂
の
総
合
的

な
経
営
診
断
は
︑
経
営
改
善

に
取
り
組
む
事
業
者
に
お
け

る
経
営
実
態
の
把
握
と
課
題

を
抽
出
す
る
目
的
で
行
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
︒

　
﹁
ス
テ
ッ
プ
１
﹂
の
受
診
に

際
し
て
は
︑
ま
ず
担
当
診
断

士
が
受
診
事
業
者
の
現
状
を

把
握
す
る
た
め
に
︑
資
料
に

よ
る
事
前
調
査
が
行
わ
れ
る
︒

　

事
業
者
か
ら
資
料
提
出
を

受
け
︑
担
当
診
断
士
が
そ
れ

ら
を
分
析
し
︑
事
業
者
の
現

状
を
把
握
︒
そ
の
上
で
︑
担

当
診
断
士
が
受
診
事
業
者
を

訪
問
し
︑現
地
調
査
を
行
う
︒

　

現
地
調
査
で
は
︑
資
料
を

基
に
し
た
担
当
診
断
士
と
の

面
談
を
実
施
︒
担
当
診
断
士

が
経
営
者
や
従
業
員
な
ど
か

ら
直
接
話
を
聞
く
こ
と
で
︑

第
三
者
の
視
点
か
ら
事
業
者

の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
把
握
︒

資
料
か
ら
だ
け
で
は
分
か
ら

な
い
︑
事
業
者
の
﹁
伸
ば
す

べ
き
長
所
﹂
や
﹁
改
善
す
べ

き
短
所
﹂
を
明
確
化
し
て
い

く
︒

　

同
事
業
で
は
︑
こ
の
よ
う

に
①
提
出
さ
れ
た
資
料
に
基

づ
い
た
﹁
財
務
診
断
に
よ
る

分
析
﹂︑
②
自
己
診
断
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
に
よ
る
﹁
自
己
診

断
に
よ
る
分
析
﹂︑
③
担
当

診
断
士
が
事
業
者
を
訪
問
し

課
題
を
探
る
﹁
現
地
調
査
に

よ
る
分
析
﹂
︱
︱
の
３
つ
の

分
析
に
よ
り
︑
総
合
的
な
経

営
診
断
が
行
わ
れ
る
︒

　

総
合
所
見
で
は
︑﹁
自
己

診
断
﹂﹁
財
務
診
断
﹂
の
各

項
目
で
評
価
が
数
値
化
さ

れ
︑
自
社
の
強
み
や
改
善
を

要
す
る
点
な
ど
が
分
か
り
や

す
い
形
で
示
さ
れ
る
ほ
か
︑

数
値
を
踏
ま
え
た
上
で
の
改

善
課
題
が
記
載
さ
れ
︑
経
営

を
改
善
す
る
た
め
に
は
具
体

的
に
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か

が
明
確
に
さ
れ
る
︒

　

担
当
診
断
士
に
具
体
的
な

経
営
相
談
︑
助
言
を
希
望
す

る
事
業
者
に
対
し
て
は
︑﹁
経

営
改
善
相
談（
ス
テ
ッ
プ
２
）﹂

が
行
わ
れ
る
︒
な
お
︑
こ
れ

は
ス
テ
ッ
プ
１
を
受
診
し
た

事
業
者
を
対
象
に
実
施
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
︒

　

ス
テ
ッ
プ
２
で
は
︑
ス
テ
ッ

プ
１
を
実
施
し
た
同
じ
担
当

診
断
士
が
︑
ス
テ
ッ
プ
１
で

作
成
さ
れ
た
﹁
標
準
経
営
診

断
書
﹂
を
ベ
ー
ス
に
︑
経
営

相
談
や
助
言
を
実
施
︒
経
営

改
善
に
向
け
た
指
摘
事
項
に

つ
い
て
︑
様
々
な
指
標
を
用

い
な
が
ら
︑
第
三
者
の
視
点

か
ら
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
︒

　

そ
の
後
︑
事
業
者
か
ら
の

経
営
相
談
の
内
容
を
受
け
︑

担
当
診
断
士
か
ら
は
自
社
の

今
後
あ
る
べ
き
姿
を
目
指
す

た
め
の
指
針
と
な
る
経
営
改

善
提
案
が
行
わ
れ
る
︒

　
﹁
経
営
改
善
相
談
（
ス
テ

ッ
プ
２
）﹂
を
受
け
︑
経
営
診

断
に
豊
富
な
経
験
を
も
つ
担

当
診
断
士
に
相
談
し
︑
助
言

を
受
け
な
が
ら
経
営
改
善
に

資
す
る
様
々
な
方
策
を
実
行

に
移
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
︑

自
社
の
着
実
な
経
営
改
善
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
︒

▼
受
診
申
し
込
み
に
つ
い
て

▼
受
診
申
し
込
み
に
つ
い
て

　

同
事
業
を
受
け
る
事
業
者

に
は
︑
図
１
・
図
２
で
示
し

た
よ
う
に
︑
経
営
診
断
・
経

営
改
善
相
談
費
用
の
一
部
が

全
ト
協
か
ら
助
成
さ
れ
る
︒

　

受
診
を
希
望
す
る
事
業
者

は
︑﹁
経
営
診
断
受
診
申
込

書
﹂
を
所
属
の
都
道
府
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
に
提
出
す
る（
申

込
書
は
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
）︒

ス
テ
ッ
プ
１
「
総
合
的
な
経
営
診
断
」�（
図
１
）

事
業
者
の
現
状
を
的
確
に
分
析

「
標
準
経
営
診
断
書
」発
行

経
営
改
善
に
向
け
た
戦
略
を
構
築

担
当
診
断
士
か
ら
助
言

ス
テ
ッ
プ
２
「
経
営
改
善
相
談
」�

（
図
２
）

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
、
様
々
な

経
営
課
題
を
抱
え
る
会
員
事
業
者
の
相

談
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
全
ト
協
ま

た
は
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
推
薦
す

る
中
小
企
業
診
断
士
等
が
経
営
診
断
・

経
営
相
談
を
行
う
「
経
営
診
断
受
診
促

進
事
業
」
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

同
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

事
前
調
査
と
現
地
調
査
が

終
わ
る
と
︑
担
当
診
断
士
に

よ
っ
て﹁
標
準
経
営
診
断
書
﹂

が
ま
と
め
ら
れ
︑
受
診
事
業

者
に
送
付
さ
れ
る
︒

　

診
断
書
で
は
︑
担
当
診
断

士
に
よ
る
総
合
所
見
が
示
さ

れ
る
︒

令
和
３
年
度 

経
営
診
断
受
診
促
進
事
業 

４
年
３
月
１
日
ま
で
実
施
中

全ト協

【受診に関する問い合わせ先】

各都道府県ト協、または

全ト協経営改善事業部まで

☎03-3354-1056

標準経営診断（診断書を発行）

専門家を派遣して総合的な経営診断を実施し、経営実態の
把握と課題抽出等を図る

・診断費用

・診断士

16万円（消費税別）  ※別途交通費（現地出張費）が必要
・全日本トラック協会が診断費用の２分の１（８万円）を助成
※安全性優良事業所（Gマーク）取得事業所は10万円を助成

全ト協の推薦のある者 、または 都道府県トラック協会の推薦
のある者

総合的な経営診断（ステップ１）の概要図１

助言を行い、経営改善提案（改善提案書を発行）

・相談対象者
・相談方法等
・相談費用

・診断士

ステップ１「総合的な経営診断」の受診者
相談日を定め、完全予約制で実施
５万円（消費税別）  ※別途交通費（現地出張費）が必要
・全ト協が２万円を助成
※Gマーク取得事業所は３万円を助成

ステップ１を診断した者と同一とする

全ト協に相談窓口を設置し、ステップ１の「標準経営診断書」をベース
に、トラック運送事業の経営診断に豊富な経験をもつ専門家により経営
改善に係る助言を行う

経営改善相談（ステップ２）の概要図２

全ト協・都道府県ト協が推薦
する専門家を派遣して多角的
に調査・分析を行い、貴社の
経営実態と課題を詳しくかつ
明確にした「標準経営診断書」
を作成します。

STEP1から得た結果に基づい
て、今後の経営に長所をいか
に活かすか、短所をいかに改
善するか、「具体策」について、
STEP1の担当診断士による直
接相談や助言が受けられます。

「
現
状
分
析
」と「
戦
略
構
築
」の
２
ス
テ
ッ
プ
方
式
で
経
営
改
善

「
現
状
分
析
」と「
戦
略
構
築
」の
２
ス
テ
ッ
プ
方
式
で
経
営
改
善

診
断
士
が「
３
つ
の
分
析
」で
経
営
課
題
を
明
確
化

診
断
士
が「
３
つ
の
分
析
」で
経
営
課
題
を
明
確
化



令和3年（2021年）5月15日 （8）第2177号（第3種郵便物認可）

株式会社 
ローランド・ベルガー
パートナー  
小野塚 征志

一般社団法人 
国際物流総合研究所
代表主席研究員  
岩﨑 仁志

船井総研ロジ株式会社
取締役 常務執行役員  
赤峰 誠司

GROUND株式会社
代表取締役社長 CEO  
宮田 啓友

16日（水） 11:00-12:00

16日（水） 15:30-16:30

18日（金） 11:00-12:00

18日（金） 14:00-15:00

アスクル株式会社
執行役員 
テクノロジスティクス本部  
本部長  
宮澤 典友

株式会社 
ニチレイロジグループ 
本社
業務革新推進部長  
北川 倫太郎

株式会社 
フレームワークス
代表取締役社長 CEO  
秋葉 淳一

トラスコ中山株式会社
取締役 物流本部 本部長
直吉 秀樹

17日（木） 11:00-12:00

17日（木） 12:30-13:30

18日（金） 12:30-13:30

18日（金） 14:00-15:00

執行役員 業務統括部長

表２ 　転倒の危険をチェックしてみましょう ！ 「STOP ! 転倒災害」

あなたの職場は大丈夫？
転倒の危険をチェックしましょう

　厚生労働省では、休業4日以上の死傷災害の中で最も件数の多い「転倒災害」
を防止するため、「STOP ！転倒災害プロジェクト」を展開しています。
　同プロジェクトでは、全国安全週間の準備期間である６月を重点取組期間
とし、基本的な転倒災害防止対策の確認・徹底を行っています。
　 表２ をもとに、職場における転倒予防への取り組み
を確認しましょう。

　▷具体的な対策はこちらをチェック！

厚生労働省「STOP! 転倒災害プロジェクト」チラシより

2021・5・15

▼
小
高
い

丘
の
上
に

あ
る
︑
ブ

ル
ー
ベ
リ

ー
畑
に
囲

ま
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
﹁
ヒ
ル
ト
ッ

プ
﹂︒
丘
の
上
の
木
々
か
ら
は
︑
澄
ん

だ
鳥
の
鳴
き
声
が
︑
丘
の
下
の
田
園

か
ら
は
︑
長
閑
な
蛙
の
鳴
き
声
が
聞

こ
え
︑
自
然
の
懐
に
包
ま
れ
て
い
る

よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
︒
木
目

調
の
ど
こ
か
懐
か
し
い
建
物
と
︑
家

族
で
経
営
す
る
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰

囲
気
に
誘
わ
れ
︑
リ
ピ
ー
タ
ー
が
絶

え
ま
せ
ん
︒
▼
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た

そ
の
日
︑
店
内
に
流
れ
て
い
た
の
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
曲
家
・
シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
の
歌
曲
集
﹁
冬
の
旅
﹂
の
第

５
曲
﹃
菩
提
樹
﹄
で
し
た
︒
こ
の
曲

の
歌
詞
に
は
様
々
な
訳
詩
が
あ
り
ま

す
が
︑
そ
の
中
で
も
︑﹁
菩
提
樹
の
枝

が
ざ
わ
め
き　

僕
に
呼
び
掛
け
る
よ

う
に　

こ
こ
へ
お
い
で
旅
人
よ　

貴

方
の
安
ら
ぎ
は
こ
こ
に
あ
る
﹂
と
い

う
歌
詞
は
︑
こ
の
お
店
の
雰
囲
気
を

表
現
し
て
い
る
よ
う
で
︑
ぴ
っ
た
り

の
選
曲
で
す
︒
窓
外
の
木
々
は
新
緑

に
彩
ら
れ
︑
風
に
揺
れ
︑
そ
れ
は
爽

や
か
な
景
色
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま

す
︒
▼
当
日
は
︑
テ
ー
ブ
ル
の
間
隔

を
空
け
て
︑﹁
密
﹂
を
避
け
た
ソ
ー
シ

ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
に
努
め
な
が
ら

も
︑
８
組
の
来
客
が
あ
り
ま
し
た
︒

聞
く
と
も
な
く
耳
に
入
っ
て
き
た
の

は
︑
一
番
近
い
テ
ー
ブ
ル
で
の
会
話

で
し
た
︒
父
親
ら
し
き
男
性
が
﹁
そ

ろ
そ
ろ
都
会
勤
め
に
ピ
リ
オ
ド
を
打

っ
て
︑田
舎
暮
ら
し
を
す
る
か
な
ぁ
﹂

と
話
を
す
る
と
︑
家
族
と
思
わ
れ
る

メ
ン
バ
ー
が
︑
皆
一
様
に
頷
い
て
い

ま
し
た
︒
▼
安
定
し
た
職
業
か
ら
︑

定
年
を
待
た
ず
に
﹁
未
知
の
世
界
﹂

へ
飛
び
込
む
の
に
は
勇
気
と
決
断
が

必
要
で
す
︒
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
す
れ

ば
︑﹁
第
二
の
人
生
で
成
す
べ
き
こ
と

が
上
手
く
起
動
せ
ず
﹂
と
い
う
こ
と

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
︒
▼
第
二
の
人

生
に
は
紆
余
曲
折
も
あ
る
で
し
ょ
う

が
︑
漫
画
家
の
弘
兼
憲
史
氏
は
著
書

﹃
弘
兼
流
60
歳
か
ら
の
手
ぶ
ら
人

生
﹄
の
中
で
︑﹁﹃
常
識
﹄
と
い
う
棚

に
し
ま
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
一
度

お
ろ
し
て
︑
ひ
と
つ
ひ
と
つ
吟
味
し

て
み
ま
せ
ん
か
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
き

っ
と
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
必
要
な
も

の
と
必
要
で
な
い
も
の
が
見
え
て
く

る
は
ず
で
す
﹂
と
記
し
て
い
ま
す
︒

身
辺
整
理
を
始
め
る
中
で
︑心
が
﹁
身

軽
﹂
に
な
り
︑
そ
の
先
に
ぼ
ん
や
り

な
が
ら
︑
進
む
べ
き
方
向
が
見
え
て

く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
▼
レ
ス

ト
ラ
ン
﹁
ヒ
ル
ト
ッ
プ
﹂
の
ご
主
人

も
︑﹁
脱
サ
ラ
で
念
願
の
お
店
を
自
然

豊
か
な
こ
の
地
に
建
て
た
﹂
と
の
こ

と
を
仄
聞
し
て
い
ま
す
︒
パ
ソ
コ
ン

と
対
峙
し
︑
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ
手

を
包
丁
と
フ
ラ
イ
パ
ン
を
持
つ
手
に

変
え
︑
今
ま
で
の
仕
事
か
ら
１
８
０

度
転
換
し
て
夢
を
叶
え
た
の
は
︑﹁
羨

望
﹂
の
一
言
に
尽
き
ま
す
︒
▼
ど
ん

な
に
難
し
い
こ
と
で
も
︑
努
力
す
れ

ば
必
ず
成
就
す
る
こ
と
の
例
え
で
あ

る
﹁
磨
斧
作
針
﹂
と
い
う
言
葉
の
重

み
が
ず
し
り
と
感
じ
ら
れ
ま
す
︒
今

更
な
が
ら
︑
や
る
べ
き
こ
と
の
多
さ

を
痛
感
し
て
や
み
ま
せ
ん
︒
ま
だ
ま

だ
目
指
す
先
の
道
程
は
長
く
︑
ト
ホ

ホ
で
す
！ 

（
山
崎　

薫
）

こ
ち
ら
広
報
室
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厚
労
省
は
４
月
30
日
︑
令

和
２
年
の
﹁
労
働
災
害
発
生

状
況
﹂
を
取
り
ま
と
め
︑
公

表
し
た
︒

　

２
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

の
労
働
災
害
に
よ
る
全
産
業

に
お
け
る
死
亡
者
数（
以
下
︑

死
亡
者
数
）は
８
０
２
人
（
前

年
比
５
・
１
％
減
）
と
３
年

連
続
で
過
去
最
少
と
な
っ
た
︒

ま
た
︑
陸
上
貨
物
運
送
事
業

に
お
け
る
死
亡
者
数
は
87
人

（
同
13
・
９
％
減
）で
あ
っ
た
︒

　

一
方
︑
全
産
業
に
お
け
る

休
業
４
日
以
上
の
死
傷
者
数

（
以
下
︑
死
傷
者
数
）
は
13

万
１
１
５
６
人
（
同
４
・
４

％
増
）
と
︑
平
成
14
年
以
降

で
最
多
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑

陸
上
貨
物
運
送
事
業
に
お
け

る
死
傷
者
数
は
１
万
５
８
１

５
人
（
同
２
・
８
％
増
）
で

あ
っ
た
︒

　

陸
上
貨
物
運
送
事
業
に
お

け
る
事
故
の
型
別
表
１
で

は
︑
死
亡
者
数
は
﹁
交
通
事

故
（
道
路
）﹂
が
全
体
の
36

・
８
％
を
占
め
て
最
も
多
か

っ
た
も
の
の
︑
３
年
連
続
で

減
少
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
死

傷
者
数
で
は﹁
墜
落
・
転
落
﹂

が
全
体
の
27
・
３
％
を
占
め

た
ほ
か
︑近
年
で
は
﹁
転
倒
﹂

（
同
６
・
０
％
増
）︑﹁
動
作

の
反
動
・
無
理
な
動
作
﹂（
同

10
・
５
％
増
）
が
増
加
傾
向

に
あ
る
︒

　

今
年
で
94
回
目
と
な
る
全

国
安
全
週
間
は
︑
労
働
災
害

を
防
止
す
る
た
め
に
産
業
界

で
の
自
主
的
な
活
動
の
推
進

と
︑
職
場
で
の
安
全
に
対
す

る
意
識
を
高
め
︑
安
全
を
維

持
す
る
活
動
の
定
着
を
目
的

と
し
て
実
施
さ
れ
る
︒
同
省

で
は
︑
安
全
文
化
を
醸
成
す

る
た
め
︑
各
事
業
場
で
は
︑

図
で
示
し
た
事
項
を
実
施
す

る
よ
う
に
求
め
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
同
省
で
は
﹁
令
和

２
年
の
労
働
災
害
発
生
状

況
﹂
な
ど
を
踏
ま
え
て
︑
３

年
度
の
全
国
安
全
週
間
実
施

に
あ
た
り
︑
す
べ
て
の
働
く

方
が
安
心
し
て
安
全
に
働
く

こ
と
の
で
き
る
職
場
の
実
現

を
呼
び
か
け
て
い
る
︒

　

な
お
︑
実
施
に
あ
た
っ
て

は
︑
マ
ス
ク
着
用
︑
手
指
消

毒
︑い
わ
ゆ
る
﹁
３
つ
の
密
﹂

を
避
け
る
よ
う
に
す
る
な

ど
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
対
す
る
基
本
的
な

感
染
防
止
対
策
を
徹
底
す
る

こ
と
は
も
と
よ
り
︑
各
自
治

体
等
の
要
請
や
業
界
団
体
が

作
成
す
る
﹁
業
種
ご
と
の
感

染
拡
大
防
止
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
﹂
等
に
従
う
よ
う
呼
び
か

け
て
い
る
︒

　

厚
生
労
働
省
で
は
︑
７
月
1
日
〜
７
日
を
﹁
全
国
安
全
週
間
﹂︑
６
月
１
日
〜
30
日
を
準

備
期
間
と
し
て
︑
各
職
場
に
お
け
る
巡
視
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
掲
示
︑
労
働
安
全
に
関
す
る
講

習
会
の
開
催
な
ど
︑
労
働
災
害
防
止
に
向
け
た
様
々
な
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
︒

　

こ
こ
で
は
令
和
２
年
中
の
労
働
災
害
発
生
状
況
と
︑
７
月
の
﹁
全
国
安
全
週
間
﹂
お
よ
び

６
月
の
準
備
期
間
中
に
︑
労
働
災
害
防
止
に
向
け
て
事
業
者
が
実
施
す
べ
き
事
項
な
ど
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
︒

７
月
に
「
全
国
安
全
週
間
」
を
実
施

６
月
を
準
備
期
間
に
設
定

６
月
を
準
備
期
間
に
設
定

厚
労
省 労働災害防止に取り組みましょう労働災害防止に取り組みましょう

表１ 　陸上貨物運送事業における
労働災害発生状況（事故の型別）

令和 2 年
（人）　

元年
（人）

前年比
（％）

死亡者数 87 101 86.1

事
故
の
型
別

交通事故（道路） 32 40 80.0

墜落・転落 18 19 94.7

はさまれ・巻き込まれ 15 7 214.3

崩壊・倒壊 3 5 60.0

飛来・落下 4 5 80.0

死傷者数 15,815 15,382 102.8

事
故
の
型
別

墜落・転落 4,315 4,279 100.8

動作の反動・無理な動作 2,734 2,475 110.5

転倒 2,604 2,457 106.0

はさまれ・巻き込まれ 1,589 1,673 95.0

激突 1,189 1,163 102.2

交通事故（道路） 792 831 95.3

図 　令和３年度「全国安全週間」　実施者の実施事項
（1）全国安全週間および準備期間中に実施する事項

①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関
係者の意思の統一および安全意識の高揚

②安全パトロールによる職場の総点検の実施
③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資

料の配布等のほか、ホームページ等を通じた自社の安全活動
等の社会への発信

④労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見
学等の実施による家族の協力の呼びかけ

⑤緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑥「安全の日」の設定のほか全国安全週間および準備期間にふ

さわしい行事の実施

（2）継続的に実施する事項
①安全衛生活動の推進

ア安全衛生管理体制の確立
ア 年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程および

安全作業マニュアルの整備
イ経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任
ウ 安全衛生委員会の設置および労働者の参画を通じた活動

の活性化
エ 労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるPDCA

サイクルの確立
イ 安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施

等
ア 経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全

衛生教育の実施、特に、雇入れ時教育の徹底および未
熟練労働者に対する教育の実施

イ 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資
格者の充足

ウ 災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充
実

エ 労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認
ウ自主的な安全衛生活動の促進

ア発生した労働災害の分析および再発防止対策の徹底
イ 職場巡視、４S 活動（整理、整頓、清掃、清潔）、KY（危

険予知）活動、ヒヤリ・ハット等の日常的な安全活動の充実・
活性化

エリスクアセスメントの実施
ア リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法

の改善
イ  SDS（安全データシート）等により把握した危険有害性

情報に基づく化学物質のリスクアセスメントおよびその結
果に基づく措置の推進（「ラベルでアクション」の取組の
推進）

オその他の取組
ア安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
イ 外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全

衛生水準の充実
ウ  「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイド

ライン」に基づく、安全衛生に配慮したテレワークの実施

②陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
ア荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用の実施
イ 積みおろしに配慮した積み付け等による荷崩れ防止対策の実

施
ウ 歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時

の労働災害防止対策の実施
エトラックの逸走防止措置の実施
オトラック後退時の後方確認、立ち入り制限の実施

③業種横断的な労働災害防止対策
ア 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対

策
ア  「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」

に基づく措置の実施
イ 母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理

解できる方法による安全衛生教育の実施
ウ 派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安

全活動の活性化
エ 派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調

整の実施
イ転倒災害防止対策（STOP! 転倒災害プロジェクト）

ア 作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解
消

イ照度の確保、手すりや滑り止めの設置
ウ危険箇所の表示等の危険の「見える化」の推進
エ 転倒災害防止のための安全衛生教育時における視聴覚

教材の活用
ウ交通労働災害防止対策

ア 適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の
実施

イ 飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安
全衛生教育の実施

ウ 災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意
識の啓発

エ 飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認す
る乗務開始前の点呼の実施

エ熱中症予防対策（STOP! 熱中症  クールワークキャンペーン）
ア WBGT 値（暑さ指数）の把握とその結果に基づく適正な

作業環境管理、休憩時間の確保を含む作業管理の実施
イ 計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応

する期間）の設定
ウ自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取
エ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病

等）を有する者に対する配慮、日常の健康管理や健康状
態の確認

オ熱中症予防に関する教育の実施
カ異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請
キ熱中症予防管理者の選任と職場巡視等
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